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参考１ 

比較的簡易な更新・修繕費用の推計方法 
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 比較的簡易な更新・修繕費用の推計方法 

 

１）推計の手順・方法 

 
 

 

 

 

 

 

図.1 比較的簡易な費用推計の手順・方法 

 

２）劣化速度（劣化周期） 

表.1 実績による標準的な劣化速度（単位：年） 

                劣化度

 部材 

Ｄ 

(健全)

Ｃ 

 

Ｂ 

 

Ａ 

(劣化)

上部工（桟橋式） 0 8 25 43 

上部工（矢板式） 0 9 26 46 

上部工（重力式） 0 9 26 45 

下部工（被覆防食） 0 6 17 30 

下部工（電気防食） - - - 30 

エプロン 0 10 29 51 

防波堤消波工 0 11 34 58 

防波堤上部工 0 9 26 46 

上部工（鋼橋塗装） 0 16 30 41 

上部工（コンクリート橋電防） - - 20 - 

下部工（鋼橋、コンクリート橋表面被覆） - - 15 - 

道路舗装 - - 10 - 

  

ステップ１ 各港湾施設の標準諸元モデルの設定 

○主要な施設（係留施設、外郭施設等）について、規模別（水深、延長等）の

グループ化を行い、それぞれのグループの標準諸元モデルを設定 

ステップ２ 標準諸元モデルの劣化速度および更新・修繕内容を設定 

○劣化速度（劣化周期）は、実績による標準的な値を参考に設定（表.1） 

○各施設の部材の更新・修繕内容は、標準的な内容を参考に設定（表.2～表.7）

ステップ３ 標準諸元モデルの更新・修繕費を算出 

○標準諸元モデルの劣化度別に、1 回あたりの更新・修繕費用を算出 

○推計期間にわたって発生する更新・修繕費用の推移を計算 

ステップ４ 推計期間内の更新・修繕費を算出 

○推計期間内の更新・修繕費を次式で算出 

［標準諸元モデルの更新・修繕費］×［標準諸元モデルのグループの施設数］
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３）標準的な更新・修繕内容 

表.2 岸壁（桟橋式）の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

 上部工 表面被覆：断面修復後１５年周期 

打ち替え：４３年周期 

100% 

100% 

予防保全 下部工 被覆防食の部分補修：１７年周期 

電気防食の定期交換：３０年周期 

全体の約 30% 

100% 

 エプロン ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の部分補修：２９年周期 全体の約 30% 

事後保全 全部材 全更新：５０年周期 100% 

 

表.3 岸壁（矢板式）の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

 上部工 大断面修復：４６年周期 100% 

予防保全 下部工 被覆防食の部分補修：１７年周期 

電気防食の定期交換：３０年周期 

全体の約 30% 

100% 

 エプロン ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の部分補修：２９年周期 全体の約 30% 

事後保全 全部材 全更新：５０年周期 100% 

 

表.4 岸壁（重力式）の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

予防保全 上部工 大規模断面修復：４５年周期 海側側面の 100% 

 エプロン ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装の部分補修：２９年周期 全体の約 30% 

事後保全 全部材 全更新：５０年周期 100% 

 

表.5 防波堤の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

予防保全 上部工 大断面修復：４６年周期 100% 

 消波工 消波ブロックの積み増し：５８年周期 消波ブロック一層分

事後保全 全部材 全更新：５０年周期 100% 

 

表.6 矢板式護岸の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

予防保全 下部工 被覆防食の部分補修：１７年周期 

電気防食の定期交換：３０年周期 

全体の約 30% 

100% 

事後保全 全部材 全更新：５０年周期 100% 

 

表.7 橋梁の更新・修繕内容 

 部材 更新修繕内容および周期 対象数量 

 

予防保全 

 

上部工 

【鋼橋】塗装の塗り替え：３０年周期 

【ｺﾝｸﾘｰﾄ橋】主桁・横桁鉄筋の電気防食：２０年周

期 

舗装の打替え：１０年周期 

100% 

100% 

100% 

 下部工 表面被覆：１５年周期 100% 

事後保全 全部材 【鋼橋】架け替え：６０年周期 

【ｺﾝｸﾘｰﾄ橋】架け替え：５０年周期 

100% 

100% 
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 岸壁（桟橋式）の更新・修繕周期イメージ（劣化度ＤとＣの場合） 

 

 

 

岸壁（桟橋式）の更新・修繕周期イメージ（劣化度Ｄ）
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参考２ 

マルコフ連鎖モデルによる劣化予測 

 

（港湾の施設の維持管理技術マニュアル、財団法人 沿岸技術研究センター、平成 19 年 10 月） 
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参考３ 

重力式防波堤における代表的な変状・劣化に対する 

予防保全・補修工法の例 

 
（港湾施設の維持管理における課題の整理および解決の方向性(H26.9) (一社)日本埋立浚渫協会） 
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参考４ 

長崎県の港湾施設維持管理計画 

 

・長崎県港湾施設(鋼構造物)維持管理ガイドライン(ダイジェスト版) 

（長崎県土木部港湾課 平成 22 年 2 月） 

 

・長崎県港湾施設(コンクリート構造物)維持管理ガイドライン(ダイジェスト版) 

（長崎県土木部港湾課 平成 24 年 3 月） 
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参考５ 

維持管理計画書作成のための現地調査について 

（港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き(増補改訂版)、国土交通省港湾局監修、国土交

通省 国土技術政策総合研究所、独立行政法人 港湾空港技術研究所、財団法人 港湾空港建設

技術サービスセンター 編集、平成20年 12月） 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

１．維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

１－１ 適用範囲 

本資料は、技術基準対象施設のうち、供用中の施設を対象とした維持管理計画書（以下「維持管理

計画書」という。）を作成するための現地調査に適用する。 

 

１－２ 現地調査の位置付け 

維持管理計画書を作成するにあたっては、施設の変状を把握する必要がある。このため、現地調査

は、適切な維持管理を行う上での配慮事項を整理することを目的として実施する。現地調査の実施に

あたり、図参－１に示すように、施設の規模、構造形式および重要度などに応じて維持管理計画策定

レベル※（以下「策定レベル」という。）を設定し、各策定レベルに応じた現地調査項目を設定する。 

現地調査項目を設定して、現地調査を実施した後、維持管理計画書を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参－１ 維持管理計画書の作成フロー 

※（参考：維持管理計画策定レベル） 

①標準型（Ⅰ）：劣化予測を行って予防保全型の維持管理を実施する施設で、利用上重要な施設を対象とする。利

用上重要な鋼構造岸壁や桟橋、橋梁およびトンネルなどが標準型（Ⅰ）に分類される。この場合、劣化予測は

ＲＣ部材や防食工等に対して実施する。 

 

②標準型（Ⅱ）：予防保全（事前対策）型の施設、あるいは劣化予測が困難な施設で、利用上重要な施設を対象と

する。水域施設、外郭施設、その他の鋼構造岸壁や桟橋および一般的な重力式岸壁等が標準型（Ⅱ）に分類さ

れる。この場合、対象施設は劣化予測が困難であることから、定期的な点検診断により施設の変状の発生・進

展を把握しておくことを前提に、性能が要求レベルを下回らないようにするための補修対策を実施する考え方

により、維持管理を行う。 

 

③共通指針準拠型：小規模な施設を対象とする。ただし、施設の構造形式、利用上の重要度および代替性等を考慮

して、共通指針準拠型の維持管理を実施することが適切でないと判断される場合には標準型としてよい。例えば、

離島航路のフェリー岸壁等については、利用上の重要度および代替性等を配慮して、標準型として維持管理計画

を作成することが望ましい。対象施設は、定期的な点検診断により施設の変状の発生・進展を把握しておくこと

を前提に、性能が要求レベルを下回らないようにするための補修対策を実施する考え方により、維持管理を行う。

維持管理計画の策定

策定レベルの設定

標準型（Ⅰ） 標準型（Ⅱ）

現地調査項目の設定

現地調査の実施

同じ計画書にまとめる施設の選定

共通指針準拠型

維持管理計画書の作成
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

１－３ 現地調査の概要 

 

１－３－１ 現地調査おける留意点 

維持管理計画書の作成に係る現地調査にあたっては、既存資料の収集・整理を行い、これに基づき

適切な調査項目を設定する。図参－２に標準的な現地調査の実施フローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参－２ 現地調査の実施フロー 

 

 

１－３－２ 現地調査項目と調査内容 

維持管理計画書作成のための現地調査の分類を以下に示す。 

１）目視調査 

目視調査は、陸上および海面上の部材を対象とする。また、海面下の部材は、潜水調査とする。

陸上からの目視調査は、踏査を基本とし、陸上から観察される各部材の状態を把握する。接近目視

できない場合は、双眼鏡などを用いることが有効である。海面上における目視調査では、一般に、

船上等から観察される各部材の状態を把握する。このため、実施の際には気象・海象条件に留意す

る必要がある。 

また、目視調査には、必要に応じて、施設全体あるいは部材表面に現れる変状の写真撮影や、変

状の規模をスケールなどにより測定し、変状の発生状況を把握することも含まれる。 

 

２）測量調査 

測量調査には、変位測定と水深の測定がある。測量調査にあたっては、対象とする構造物の変状

や求められる測定精度などに応じ、適切な手法を選定する。 

変位測定の対象には、変状が一度に生じる場合（突発型）と継続的に変化し続ける場合（進行型）

があるが、計測器による測定方法としては沈下計や傾斜計、変位計を用いる方法が、また、測量に

よる方法としては、レベルやトランシットを用いて測量する方法、あるいはＧＰＳ測量による方法

などがある。 

水深の測定にあたっては、大部分の作業が海上で行われることを認識し、慎重に計画・実施にあ

たることが重要である。測定方法として、測深尺による方法、レッド測量、音響測深器による方法

などが挙げられる。 

なお、変位測定とは、変位測量を行うための初期値を設定する測点を設ける場合と、施設の変状

を把握するために測定する場合がある。 

 

１．既存資料の収集・整理 

・既存資料の設計図書、竣工図書、点検診断・維持補修の履歴等の収集 

・収集した資料をもとに、以下の事項について整理 

  －供用期間、維持管理の基本的な考え方、計画策定の配慮事項 等 

２．現地調査による変状の把握 

 ・供用中の施設に対する目視等による点検診断 

 ・点検診断結果に基づき変状の現状を把握 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

３）潜水調査 

潜水調査は、潜水士によるか、水中カメラなどの機材により海面下の部材を対象として、目視な

どにより変状を確認するものである。海水の濁度などが作業効率に大きく影響するので、気象・海

象条件に加えて、潮位などに配慮することが必要である。また、干満帯にある構造部材は付着生物

によって覆われている場合が多いため、付着生物を除去できる場合には、一部を除去して観察すれ

ばより確実な調査結果が得られる。ただし、付着生物を除去することによって鋼材の腐食に対して

悪影響を及ぼすことがあるので、付着生物除去の必要性やその範囲・程度などに注意が必要である。 

 

４）詳細調査 

詳細調査は、鋼材および防食工と鉄筋コンクリートを対象とする。測定機器等を使用することに

より、施設全体あるいは各部位・部材の劣化予測を行うために実施する。鋼材および防食工は、鋼

材の腐食、電気防食工の陽極消耗、被覆防食工の劣化を対象として調査し、鉄筋コンクリートは、

塩害による劣化、塩化物イオン濃度の測定等を行う。 

 

１－３－３ 現地調査の実施について 

現地調査の実施にあたっては、「港湾の施設の維持管理技術マニュアル：監修 国土交通省港湾局、

編著 独立行政法人 港湾空港技術研究所（平成19年 10月）、発行 財団法人 沿岸技術研究センター」

および本書の第１編～第３編を参考にすることができる。 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

２．維持管理計画の策定について（手順と留意点） 

 

２－１ 対象となる施設の維持管理計画策定レベルの設定 

施設全体の維持管理の考え方に基づいて、対象となる施設の維持管理計画策定レベルを適切に設定

する。 

・維持管理計画策定の基本的な考え方（策定レベル）の設定 

共通指針準拠型の対象となる施設では、計画策定単位で施設全体の維持管理の考え方に基づいて対

象範囲を適切に設定する。 

・計画策定単位について、維持管理計画書の対象範囲を適切に設定 

・維持管理の基本的な考え方（維持管理レベル）の仮設定 

 

２－２ 既存資料の整理 

施設の設計図書、構造特性、材料特性等について、既存資料の整理を行う。 

・設計図書（設計条件、設計図面等） 

・完成図書（完成図面、出来形関係資料等） 

 

２－３ 現地調査 

施設の劣化状況等の現状を把握するため、現地にて調査を行う。 

 

２－３－１ 目視調査 

① 目視調査（１）・・・・陸上からの踏査  

上部工（上面部）、エプロン、その他附帯設備（排水設備・係船柱・車止め等）の劣化・損傷

状況などを調査、計測および記録を行い整理。 

② 目視調査（２）・・・・足場または船上等からの調査 

上部工（下面・前（側）面部）、その他附帯設備（防舷材・はしご等）の劣化・損傷状況など

を調査、計測および記録を行い整理。 

③ 電気防食の電位測定 

電位測定装置設置位置および中間点で電位測定を行い、測定記録を整理。 

 

２－３－２ 測量調査 

① 水準測量  

移動・傾斜量の測定値の記録を整理。 

② 法線測量 

法線出入りなどの記録を整理。 

③ 深浅測量 

水深データを記録し、等深線図などで整理。 

 

２－３－３ 潜水調査 

① 潜水調査（１） 

潜水士により、コンクリートの劣化・損傷状況、電気防食工における陽極の取付状況（陽極

全数）および被覆防食工を含む鋼材全体の劣化・損傷の現状を調査、計測および記録を行い、変

状図として整理。海底地盤状況（洗掘、吸い出し、土砂堆積など）、土留め部（重力式の場合）

の調査を含む。 

② 潜水調査（２）（必要に応じて）・・・・・潜水調査：付着物除去後の調査 

潜水士により、鋼管杭などの鋼材の付着物を部分的に除去し、鋼材表面の腐食、被覆防食工

の状況などを調査、計測および記録を行い、変状図として整理。 

③ 鋼材の肉厚測定（必要に応じて） 

潜水士により、超音波厚み計を用いて鋼管杭などの鋼材の肉厚測定を行い、測定値の記録を

整理。 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

２－３－４ 詳細調査 

① コンクリート塩化物イオン含有量測定 

コンクリートの塩化物含有量をコア抜きにより試料採取し測定を行い、コンクリート表面か

らの深さ方向分布図などで整理。 

② 陽極消耗量調査 

潜水士により、陽極の付着物を除去後、形状寸法を計測し、測定値の記録を整理。 

③ 陽極電流測定調査（必要に応じて） 

潜水士により、施設の両端部および中央部において、陽極の電流量の測定値の記録を整理。

また、異常摩耗部がある場合は、その場所においても測定を行う。 

 

２－４ 整理・分析 

現地調査結果を整理・分析し、維持管理計画の検討を行う。 

 

２－５ 維持管理計画書の作成 

現地調査の結果を反映させて、維持管理計画書の作成を行う。維持管理計画書の作成にあたっては、

必要に応じて、専門技術者の意見を聴く。 

 

２－６ 構造形式別の標準的な現地調査実施フロー 

構造形式別の標準的な現地調査実施フローの例を図参－３～５に示す。図参－３は桟橋、図参－４

は矢板式係船岸、図参－５は重力式係船岸を示したものである。 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

３．現地調査と維持管理計画書の項目の対応について 

 

３－１ 標準型（Ⅰ） 

標準型（Ⅰ）における維持管理計画書は、現地調査の結果を図参－６に示す維持管理計画書の項目

に反映させて、劣化予測を伴う予防保全型の維持管理を実施する施設について施設ごとに作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参－６ 標準型（Ⅰ）の現地調査の標準例 

 

３－２ 標準型（Ⅱ） 

標準型（Ⅱ）における維持管理計画書は、現地調査の結果を図参－７に示す維持管理計画書の項目

に反映させて、施設ごとに作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参－７ 標準型（Ⅱ）の現地調査の標準例 

《現地調査の項目》 《維持管理計画書の項目》

○ブロック四隅等の位置座標の測量測量調査

陽極の消耗量測定 等

鉄筋の分極抵抗測定 等

コンクリートの塩化物イオン含有量測定

○機材等を用いた部材の詳細調査

詳細調査

被覆工、根固工、基礎工、海底地盤の確
認 等

コンクリート部材の劣化、損傷の確認

鋼材の腐食、被覆材の損傷の確認

○潜水による海中部の目視による確認

潜水調査

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

○ブロック四隅等の位置座標の測量測量調査

陽極の消耗量測定 等

鉄筋の分極抵抗測定 等

コンクリートの塩化物イオン含有量測定

○機材等を用いた部材の詳細調査

詳細調査

被覆工、根固工、基礎工、海底地盤の確
認 等

コンクリート部材の劣化、損傷の確認

鋼材の腐食、被覆材の損傷の確認

○潜水による海中部の目視による確認

潜水調査

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

等
点検記録用紙
電気防食 陽極配置図
初回点検（現地調査）の結果※

施工図面
使用材料特性

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等※

対策工法の選択と想定される実施時期
各部材の標準的な対策工法
各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価
等
（初回点検結果、劣化予測結果等により 実施時期を決定）
点検診断の実施時期※

点検診断の内容（一般定期、詳細定期、一般臨時、詳細臨
時点検診断）

防食工の劣化予測）
（塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食の予測、
劣化予測※

劣化予測項目の選定
位置座標※

初回点検（現地調査）結果※

各部材の点検診断計画

点検診断計画

等
維持管理レベルの設定

設計供用期間、自然条件、材料特性等）
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴、
計画策定のための配慮事項
地区および施設の位置

総論

等
点検記録用紙
電気防食 陽極配置図
初回点検（現地調査）の結果※

施工図面
使用材料特性

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等※

対策工法の選択と想定される実施時期
各部材の標準的な対策工法
各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価
等
（初回点検結果、劣化予測結果等により 実施時期を決定）
点検診断の実施時期※

点検診断の内容（一般定期、詳細定期、一般臨時、詳細臨
時点検診断）

防食工の劣化予測）
（塩化物イオンの侵入による鉄筋腐食の予測、
劣化予測※

劣化予測項目の選定
位置座標※

初回点検（現地調査）結果※

各部材の点検診断計画

点検診断計画

等
維持管理レベルの設定

設計供用期間、自然条件、材料特性等）
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴、
計画策定のための配慮事項
地区および施設の位置

総論

※は現地調査の結果を反映させる

等

点検記録用紙

電気防食 陽極配置図

初回点検（現地調査）の結果※

施工図面

使用材料特性

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等※

対策工法の選択と想定される実施時期

各部材の標準的な対策工法

各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価

等

実施時期を決定）

（初回点検結果、劣化予測結果等により

点検診断の実施時期※

点検診断の内容（一般定期、詳細定期、一般臨時、詳細臨
時点検診断）

位置座標※

初回点検（現地調査）結果※

各部材の点検診断計画

点検診断計画

等

維持管理レベルの設定

設計供用期間、自然条件、材料特性等）
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴、

計画策定のための配慮事項

地区および施設の位置

総論

等

点検記録用紙

電気防食 陽極配置図

初回点検（現地調査）の結果※

施工図面

使用材料特性

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等※

対策工法の選択と想定される実施時期

各部材の標準的な対策工法

各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価

等

実施時期を決定）

（初回点検結果、劣化予測結果等により

点検診断の実施時期※

点検診断の内容（一般定期、詳細定期、一般臨時、詳細臨
時点検診断）

位置座標※

初回点検（現地調査）結果※

各部材の点検診断計画

点検診断計画

等

維持管理レベルの設定

設計供用期間、自然条件、材料特性等）
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴、

計画策定のための配慮事項

地区および施設の位置

総論

《現地調査の項目》 《維持管理計画書の項目》

○ブロック四隅等の位置座標の測量測量調査

陽極の消耗量測定 等

被覆工、根固工、基礎工、海底地盤の確
認 等

コンクリート部材の劣化、損傷の確認

鋼材の腐食、被覆材の損傷の確認

○潜水による海中部の目視による確認

潜水調査

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

○ブロック四隅等の位置座標の測量測量調査

陽極の消耗量測定 等

被覆工、根固工、基礎工、海底地盤の確
認 等

コンクリート部材の劣化、損傷の確認

鋼材の腐食、被覆材の損傷の確認

○潜水による海中部の目視による確認

潜水調査

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

※は現地調査の結果を反映させる
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３－３ 共通指針準拠型 

共通指針準拠型における維持管理計画書は、現地調査の結果を図参－８に示す維持管理計画書の項

目に反映させて、港湾単位または地区単位、構造種類・形式単位などで複数の施設をまとめて作成す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参－８ 共通指針準拠型の現地調査の標準例 

 

 

４．現地調査の項目 

現地調査の項目を表参－１～７に示す。表参－１～７に示す項目は、維持管理計画書を作成するた

めに最低限実施するものである。 

 

 

 

 

 

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

○電気防食工の電位測定

エプロン部の沈下、陥没の確認 等

法線の凹凸、出入の確認

鋼材の腐食の確認

部材の劣化、損傷の確認

○施設の外観の目視による点検

目視調査

施設リスト

施設の標準断面図、平面図等†

初回点検（現地調査）の結果†※

点検記録用紙

等

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等

対策工法の選択と想定される実施時期

各部材の標準的な対策工法

各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価

施設ごとの初回点検（現地調査）結果† ※

点検診断の内容
点検診断の実施頻度
施設ごとの次回点検診断実施時期† ※

点検診断計画

対象施設の選定
（構造形式別、地区別等、選定方法を記載）
対象施設のリスト（施設名）
地区および施設の位置
計画策定のための配慮事項
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴

設計供用期間、自然条件、材料特性等）

総論

施設リスト

施設の標準断面図、平面図等†

初回点検（現地調査）の結果†※

点検記録用紙

等

参考資料
（添付資料）

異常時（地震、波浪等）の点検診断の内容
異常時におけ
る点検診断

等

対策工法の選択と想定される実施時期

各部材の標準的な対策工法

各部材の維持補修対策の考え方

維持補修計画

点検診断結果の評価方法総合評価

施設ごとの初回点検（現地調査）結果† ※

点検診断の内容
点検診断の実施頻度
施設ごとの次回点検診断実施時期† ※

点検診断計画

対象施設の選定
（構造形式別、地区別等、選定方法を記載）
対象施設のリスト（施設名）
地区および施設の位置
計画策定のための配慮事項
（構造概要、標準断面図、平面図等、施工履歴

設計供用期間、自然条件、材料特性等）

総論

†は施設ごとに記載する項目

《現地調査の項目》 《維持管理計画書の項目》

鋼構造物は必要に応じて、船舶等を利用して海上から目視し
たり、水中部を潜水調査する。

※は現地調査の結果を反映させる
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共
通

指
針

準
拠

型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

関
係

者
か

ら
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
深

浅
測

量
潜

水
調

査
・浮

標
、

係
留

索
、

ア
ン

カ
ー

の
状

況

目
視

調
査

移
動

目
視

調
査

・
水

平
移

動
量

移
動

量
・
法

線
移

動
量

完
成

時
法

線
に

対
し

て
、

或
い

は
定

点
移

動
量

目
地

開
き

傾
斜

量
・
堤

体
傾

斜
量

移
動

距
離

測
定

、
水

準
測

量
、

傾
斜

計

法
線

測
量

、
目

地
開

き
測

定

水
準

測
量

結
果

よ
り

算
定

、
あ

る
い

は
傾

斜
計

に
よ

る
測

定

本
体

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

潜
水

調
査

・ひ
び

割
れ

、
剥

離
、

損
傷

、
欠

損
・鉄

筋
の

露
出

・劣
化

の
兆

候

沈
下

目
視

調
査

・
目

地
ず

れ
、

段
差

沈
下

量
水

準
測

量
被

覆
工

移
動

、
散

乱
、

沈
下

潜
水

調
査

・法
面

、
法

尻
等

の
変

形
・石

や
ブ

ロ
ッ

ク
の

移
動

や
散

乱
状

況

本
体

工
（
側

壁
、

ス
リ

ッ
ト

部
）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
劣

化
、

損
傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
、

欠
損

・
鉄

筋
露

出
・
劣

化
の

兆
候

根
固

工
移

動
、

散
乱

、
沈

下

潜
水

調
査

・法
面

、
法

尻
等

の
変

形
・石

や
ブ

ロ
ッ

ク
の

移
動

や
散

乱
状

況

上
部

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷
目

視
調

査
・
ひ

び
割

れ
、

損
傷

、
欠

損
・
劣

化
の

兆
候

消
波

工
移

動
、

散
乱

、
沈

下
潜

水
調

査
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面
、

法
尻

等
の

変
形

・ブ
ロ

ッ
ク

の
移

動
や

散
乱

状
況

移
動

、
散

乱
、

沈
下

目
視

調
査

・
消

波
工

の
天

端
、

法
面

、
法

肩
等

の
変

形
・
消

波
ブ

ロ
ッ

ク
の

移
動

や
散

乱
海

底
地

盤
移

動
、

散
乱

、
沈

下
潜

水
調

査
・海

底
面

の
起

伏
・洗

掘
傾

向
か

堆
積

傾
向

か

損
傷

、
亀

裂
目

視
調

査
・
消

波
ブ

ロ
ッ

ク
の

損
傷

、
亀

裂
・
欠

損
ブ

ロ
ッ

ク
の

個
数

水
域

施
設

消
波

工

防
波

堤

防
波

堤
全

体

水
深

詳
細

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目
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点

　
検

　
施

　
設

航
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又
は

泊
地

の
状

況

ー
ー

目
視

調
査

測
量

調
査

潜
水

調
査

係
船

浮
標

施
設

種
別

○
○

○

ー ー ○

○ ○
○

○

水
深 防

波
堤

全
体

表
参
－
１
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
１
）
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共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点
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方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検
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法
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動
目

視
調

査
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移

動
量

移
動

量
、

傾
斜

量
移

動
距
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定
水

準
測

量
傾

斜
計

に
よ

る
測
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工
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重

力
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）
コ
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ト
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劣
化
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損

傷
（
Ｒ

Ｃ
）

潜
水

調
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損
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ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

潜
水

調
査

・前
面

へ
の

せ
り

出
し

、
傾

斜
、

沈
下 ・目

地
ず

れ
、

段
差

・コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
損

傷

・
錆

、
塗

膜
の

ふ
く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ

基
礎

工
移

動
、

沈
下

、
損

傷

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極

鋼
矢

板
等

護
岸

、
堤

防
全

体
護

岸
、

堤
防

全
体

被
覆

防
食

工
：
塗

装

表
参
－
２
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
２
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

 

 
共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

岸
壁

法
線

凹
凸

、
出

入
り

目
視

調
査

・
移

動
量

重
力

式
係

船
岸

全
体

移
動

量
、

傾
斜

量
、

沈
下

量
移

動
距

離
測

定
水

準
測

量
傾

斜
計

に
よ

る
測

量

本
体

工
（
側

壁
、

ス
リ

ッ
ト

部
）

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
劣

化
、

損
傷

潜
水

調
査

・ひ
び

割
れ

、
剥

離
、

損
傷

・鉄
筋

の
露

出
・劣

化
の

兆
候

本
体

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
鉄

筋
露

出
・
劣

化
の

兆
候

海
底

地
盤

洗
掘

、
土

砂
の

堆
積

潜
水

調
査

・海
底

面
の

起
伏

・洗
掘

傾
向

か
堆

積
傾

向
か

沈
下

、
陥

没
目

視
調

査

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ま
た

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ま

た
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

の
ひ

び
割

れ
、

損
傷

上
部

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
鉄

筋
露

出
・
劣

化
の

兆
候

付
帯

設
備

一
式

排
水

設
備

、
係

船
柱

、
防

舷
材

、
は

し
ご

、
車

止
め

・
安

全
柵

目
視

調
査

岸
壁

法
線

凹
凸

、
出

入
り

目
視

調
査

・
移

動
量

、
沈

下
量

矢
板

式
係

船
岸

全
体

移
動

量
、

傾
斜

量
、

沈
下

量
移

動
距

離
測

定
水

準
測

量
傾

斜
計

に
よ

る
測

量
鋼

材
の

腐
食

、
亀

裂
、

損
傷

潜
水

調
査

沈
下

、
陥

没
目

視
調

査
被

覆
防

食
工

：
塗

装

潜
水

調
査

・錆
、

塗
膜

の
ふ

く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ
・欠

陥
面

積
率

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ま
た

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ま

た
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

の
ひ

び
割

れ
、

損
傷

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

潜
水

調
査

・鋼
材

の
露

出
・被

覆
材

の
損

傷
・保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

上
部

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
鉄

筋
露

出
・
劣

化
の

兆
候

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極
潜

水
調

査
・現

存
状

況
の

確
認

（
全

数
）

鋼
材

の
腐

食
、

亀
裂

、
損

傷
目

視
調

査
・
水

面
上

の
鋼

材
の

腐
食

状
況

・
継

手
の

腐
食

状
況

陽
極

消
耗

量
測

定
（全

体
の

3
～

5
％

）

被
覆

防
食

工

目
視

調
査

・
欠

陥
面

積
率

・
鋼

材
の

腐
食

、
露

出
・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

陽
極

電
流

測
定

・
施

設
の

両
端

、
中

央
部

、
異

常
摩

耗
部

電
気

防
食

工

電
位

測
定

（
電

極
ご

と
の

防
食

管
理

電
位

）
・
飽

和
甘

こ
う

-
8
0
0
m

V
・
海

水
塩

化
銀

-
8
0
0
m

V
・
飽

和
硫

酸
銅

-
8
5
0
m

V

付
帯

設
備

一
式

排
水

設
備

、
係

船
柱

、
防

舷
材

、
は

し
ご

、
車

止
め

・
安

全
柵

目
視

調
査

洗
掘

、
土

砂
の

堆
積

潜
水

調
査

・海
底

面
の

起
伏

・洗
掘

傾
向

か
堆

積
傾

向
か

被
覆

防
食

工
：
塗

装

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

鋼
矢

板
等

・
錆

、
塗

膜
の

ふ
く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ

・
鋼

材
の

腐
食

、
露

出
・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極

鋼
矢

板
等

重
力

式
係

船
岸

矢
板

式
係

船
岸

エ
プ

ロ
ン

エ
プ

ロ
ン

○
ー

ー
ー

○
○

○
ー

○
○

○
○

施
設

種
別

目
視

調
査

測
量

調
査

潜
水

調
査

詳
細

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

鋼
矢

板
等

海
底

地
盤

表
参
－
３
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
３
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

 

 
共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

桟
橋

法
線

凹
凸

、
出

入
り

目
視

調
査

・
移

動
量

、
沈

下
量

桟
橋

全
体

移
動

量
、

傾
斜

量
、

沈
下

量
移

動
距

離
測

定
水

準
測

量
傾

斜
計

に
よ

る
測

量
鋼

材
の

腐
食

、
亀

裂
、

損
傷

潜
水

調
査

桟
橋

上
部

工
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

分
析

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

量
測

定

沈
下

、
陥

没
目

視
調

査
土

留
部

背
後

エ
プ

ロ
ン

沈
下

量
(段

差
)、

傾
斜

量
水

準
測

量
傾

斜
測

定

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ま
た

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ま

た
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

の
ひ

び
割

れ
、

損
傷

上
部

工
（
下

面
部

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
の

発
生

方
向

・
ひ

び
割

れ
の

本
数

、
長

さ
と

幅
・
か

ぶ
り

の
剥

落
状

況
・
錆

汁
の

発
生

状
況

・
鉄

筋
の

腐
食

状
況

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

潜
水

調
査

・鋼
材

の
露

出
・被

覆
材

の
損

傷
・保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

上
部

工
（
上

・
側

面
部

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
鉄

筋
露

出
・
劣

化
の

兆
候

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極
潜

水
調

査
・現

存
状

況
の

確
認

（
全

数
）

鋼
材

の
腐

食
、

亀
裂

、
損

傷
目

視
調

査
・
水

面
上

の
鋼

材
の

腐
食

状
況

・
継

手
の

腐
食

状
況

陽
極

消
耗

量
測

定
（全

体
の

3
～

5
％

）

被
覆

防
食

工

目
視

調
査

・
欠

陥
面

積
率

・
鋼

材
の

露
出

・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

陽
極

電
流

測
定

・
施

設
の

両
端

、
中

央
部

、
異

常
摩

耗
部

電
気

防
食

工

電
位

測
定

（
電

極
ご

と
の

防
食

管
理

電
位

）
・
飽

和
甘

こ
う

-
8
0
0
m

V
・
海

水
塩

化
銀

-
8
0
0
m

V
・
飽

和
硫

酸
銅

-
8
5
0
m

V

渡
　

版
本

体
の

損
傷

、
塗

装

目
視

調
査

・
傷

、
割

れ
・
塗

装
の

状
態

・
移

動
・
可

動
性

目
視

調
査

（
土

留
部

の
形

式
に

従
っ

て
適

切
に

行
う

）

付
帯

設
備

一
式

排
水

設
備

、
係

船
柱

、
防

舷
材

、
は

し
ご

、
車

止
め

・
安

全
柵

目
視

調
査

潜
水

調
査

・錆
、

塗
膜

の
ふ

く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ
・欠

陥
面

積
率

被
覆

防
食

工
：
塗

装

・
鋼

材
の

腐
食

、
露

出
・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極

・
錆

、
塗

膜
の

ふ
く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ
被

覆
防

食
工

：
塗

装

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

鋼
管

杭
等

エ
プ

ロ
ン

桟
橋

土
留

部

鋼
管

杭
等

○
ー

ー
ー

○
○

○
ー

○
○

○
○

施
設

種
別

目
視

調
査

測
量

調
査

潜
水

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

詳
細

調
査

鋼
管

杭
等

表
参
－
４
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
４
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

 

 
共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

エ
プ

ロ
ン

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ま
た

は
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ま

た
は

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

の
ひ

び
割

れ
、

凹
凸

、
段

差
鋼

材
の

腐
食

、
亀

裂
、

損
傷

潜
水

調
査

ポ
ン

ツ
ー

ン
内

部
本

体
の

亀
裂

、
損

傷
目

視
調

査
・
浸

水
状

況

鋼
材

の
腐

食
、

亀
裂

、
損

傷
目

視
調

査
・
水

面
上

の
鋼

材
の

腐
食

状
況

・
表

面
の

傷
の

状
況

被
覆

防
食

工

目
視

調
査

・
欠

陥
面

積
率

・
鋼

材
の

露
出

・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

潜
水

調
査

・鋼
材

の
腐

食
、

露
出

・被
覆

材
の

損
傷

・保
護

カ
バ

ー
等

の
状

態

〈
鋼

製
の

場
合

〉
電

気
防

食
工

電
位

測
定

（
電

極
ご

と
の

防
食

管
理

電
位

）
・
飽

和
甘

こ
う

-
8
0
0
m

V
・
海

水
塩

化
銀

-
8
0
0
m

V
・
飽

和
硫

酸
銅

-
8
5
0
m

V

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極
潜

水
調

査
・現

存
状

況
の

確
認

（
全

数
）

陽
極

消
耗

量
測

定
（全

体
の

3
～

5
％

）

〈
R

C
製

の
場

合
〉
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
の

発
生

方
向

・
ひ

び
割

れ
の

本
数

、
長

さ
と

幅
・
か

ぶ
り

の
剥

落
状

況
・
錆

汁
の

発
生

状
況

・
鉄

筋
の

腐
食

状
況

陽
極

電
流

測
定

・
施

設
の

両
端

、
中

央
部

、
異

常
摩

耗
部

（
P

C
の

場
合

）
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

劣
化

、
損

傷

目
視

調
査

・
ひ

び
割

れ
の

発
生

状
況

・
錆

汁
の

発
生

状
況

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
分

析
塩

化
物

イ
オ

ン
含

有
量

測
定

ロ
ー

ラ
ー

部
異

常
音

の
有

無

係
留

杭
・
係

留
チ

ェ
ー

ン
摩

耗
、

塗
装

、
腐

食
目

視
調

査
・
係

留
杭

の
状

態
、

係
留

チ
ェ

ー
ン

の
破

断

連
絡

橋
・
渡

橋
安

定
性

、
損

傷
、

腐
食

目
視

調
査

・
移

動
の

安
定

性
・
錆

、
傷

の
有

無
・
塗

装

付
帯

設
備

一
式

係
船

柱
、

防
舷

材
、

は
し

ご
、

車
止

め
・

安
全

柵
目

視
調

査

被
覆

防
食

工
：
塗

装

潜
水

調
査

・錆
、

塗
膜

の
ふ

く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ
・欠

陥
面

積
率

測
量

調
査

潜
水

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設

・
錆

、
塗

膜
の

ふ
く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ

鋼
部

材
及

び
鋼

管
杭

・
鋼

材
の

腐
食

、
露

出
・
被

覆
材

の
損

傷
・
保

護
カ

バ
ー

等
の

状
態

電
気

防
食

工
（
流

電
陽

極
方

式
）
：
陽

極

鋼
部

材
及

び
鋼

管
杭

被
覆

防
食

工
：
塗

装

詳
細

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設

○

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設

ポ
ン

ツ
ー

ン
外

部
（
鋼

製
、

R
C

/
P
C

製
）

ー
ー

○
ー

○
○

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
劣

化
、

損
傷

被
覆

防
食

工
：
有

機
被

覆
、

ペ
ト

ロ
ラ

タ
ム

被
覆

、
モ

ル
タ

ル
被

覆
、

金
属

被
覆

浮
桟

橋

○

施
設

種
別

○ ○

目
視

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

潜
水

調
査

・ひ
び

割
れ

の
発

生
方

向
・ひ

び
割

れ
の

本
数

、
長

さ
と

幅
・か

ぶ
り

の
剥

落
状

況
・錆

汁
の

発
生

状
況

・鉄
筋

の
腐

食
状

況

ー ○

表
参
－
５
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
５
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

 

 
共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

舗
　

装
舗

装
の

段
差

、
わ

だ
ち

掘
れ

、
ひ

び
割

れ
目

視
調

査
・
段

差
、

凹
凸

、
わ

だ
ち

掘
れ

、
開

き
舗

装
変

状
・
損

傷
状

況
　

等
詳

細
目

視

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

ガ
ー

ド
レ

ー
ル

本
体

の
損

傷
、

地
覆

の
ひ

び
割

れ

目
視

調
査

・
変

形
、

破
損

・
地

覆
の

ひ
び

割
れ

排
水

施
設

排
水

施
設

の
損

傷
、

排
水

機
能

目
視

調
査

・
土

砂
、

ご
み

の
堆

積
・
部

材
の

腐
食

、
変

形
異

常
音

照
明

施
設

点
灯

状
況

、
照

明
施

設
の

損
傷

目
視

調
査

・
点

灯
状

況
・
照

明
施

設
の

変
形

、
破

損
、

部
材

の
腐

食

そ
の

他
落

橋
防

止
装

置
等

目
視

調
査

・
標

識
及

び
標

示
等

の
状

況
（
汚

れ
、

摩
耗

等
）
、

変
形

、
破

損
、

部
材

の
腐

食
・
不

法
占

用
物

の
有

無
・
障

害
物

の
有

無

詳
細

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

施
設

種
別

目
視

調
査

測
量

調
査

潜
水

調
査

○
○

○
○

○
○

○
ー

○
ー

ー
ー

舗
装

面
の

計
測

　
等

・
段

差
、

凹
凸

、
わ

だ
ち

掘
れ

、
開

き
、

す
べ

り
、

よ
ご

れ

道
路

舗
　

装
舗

装
の

段
差

、
わ

だ
ち

掘
れ

、
ひ

び
割

れ
　

等

表
参
－
６
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
６
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

 

 
共

通
指

針
準

拠
型

標
準

型
（
Ⅱ

）

標
準

型
（
Ⅰ

）

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

点
　

検
　

方
　

法
点

　
検

　
方

　
法

全
体

的
な

通
り

、
沈

下
（
た

わ
み

）
目

視
調

査
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

分
析

塩
化

物
イ

オ
ン

含
有

量
測

定

異
常

な
音

、
振

動
変

状
・損

傷
状

況
　

等
詳

細
目

視

（
全

形
式

共
通

）
伸

縮
装

置
本

体
の

状
態

、
陥

没
や

盛
上

が
り

の
有

無
、

ア
ン

カ
ー

部
材

の
状

態
、

伸
縮

装
置

の
作

動
状

況

目
視

調
査

・
本

体
の

破
損

・
陥

没
、

盛
上

が
り

・
ア

ン
カ

ー
部

材
の

破
損

・
伸

縮
装

置
の

作
動

状
況

騒
音

塗
装

の
劣

化
状

況
イ

ン
ピ

ー
ダ

ン
ス

測
定

　
等

（
切

削
目

地
形

式
）

目
地

の
状

態
・損

傷
、

陥
没

目
視

調
査

・
目

地
の

損
傷

・
陥

没
変

状
・損

傷
状

況
　

等
詳

細
目

視

（
鋼

フ
ィ

ン
ガ

ー
ジ

ョ
イ

ン
ト

形
式

）
ジ

ョ
イ

ン
ト

部
材

の
状

態
・
損

傷
、

排
水

状
態

目
視

調
査

・
ジ

ョ
イ

ン
ト

部
材

の
損

傷
そ

の
他

変
状

・損
傷

状
況

　
等

詳
細

目
視

（
突

き
合

わ
せ

後
付

け
形

式
）

シ
ー

ル
材

の
状

態
・
損

傷
、

後
打

ち
材

の
剥

離
、

陥
没

、
角

欠
け

目
視

調
査

・
シ

ー
ル

材
の

脱
落

、
損

傷
・
後

打
ち

材
の

剥
離

・
陥

没
・
角

欠
け

高
　

欄
高

欄
の

損
傷

、
地

覆
の

ひ
び

割
れ

目
視

調
査

・
変

形
、

破
損

・
地

覆
の

ひ
び

割
れ

支
　

承
支

承
本

体
の

損
傷

、
取

付
け

状
況

目
視

調
査

・
本

体
の

破
損

・
部

材
劣

化
・
ご

み
の

付
着

状
況

・
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

・セ
ッ

ト
ボ

ル
ト

の
変

状
・
破

損
・
ナ

ッ
ト

の
弛

緩
状

況
・
充

填
モ

ル
タ

ル
の

ひ
び

割
れ

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
劣

化
、

損
傷

目
視

調
査

、
ハ

ン
マ

ー
に

よ
る

打
検

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
劣

化
の

兆
候

鉄
筋

の
腐

食

目
視

調
査

・
か

ぶ
り

の
剥

離
の

有
無

・
鉄

筋
に

沿
っ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
表

面
の

ひ
び

割
れ

・
錆

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

赤
変

鋼
材

の
腐

食
目

視
調

査
・
腐

食
、

損
傷

塗
　

装
目

視
調

査
・
錆

、
塗

膜
の

ふ
く
れ

、
割

れ
、

は
が

れ
・
欠

陥
面

積
率

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
劣

化
、

損
傷

目
視

調
査

、
ハ

ン
マ

ー
に

よ
る

打
検

・
ひ

び
割

れ
、

剥
離

、
損

傷
・
劣

化
の

兆
候

鉄
筋

の
腐

食

目
視

調
査

・
か

ぶ
り

の
剥

離
の

有
無

・
鉄

筋
に

沿
っ

た
コ

ン
ク

リ
ー

ト
表

面
の

ひ
び

割
れ

・
錆

に
よ

る
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

赤
変

部
材

の
変

形
、

ひ
び

割
れ

目
視

調
査

・
部

材
の

曲
が

り
、

ね
じ

れ
、

折
損

・
ひ

び
割

れ

橋
脚

隅
角

部
の

亀
裂

目
視

調
査

鋼
材

の
腐

食
目

視
調

査

下
部

構
造

構
造

部
材

の
損

傷
、

躯
体

の
変

位
、

基
礎

の
洗

掘

目
視

調
査

・
部

材
の

ひ
び

割
れ

・
剥

離
・
鉄

筋
露

出
・
躯

体
の

移
動

・
沈

下
・
傾

斜
・
基

礎
の

洗
掘

漏
水

漏
水

の
有

無
目

視
調

査

内
壁

タ
イ

ル
の

剥
落

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

剥
離

目
視

調
査

詳
細

調
査

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

点
　

検
　

項
　

目
　

／
　

点
　

検
　

施
　

設
点

　
検

　
項

　
目

　
／

　
点

　
検

　
施

　
設

施
設

種
別

目
視

調
査

測
量

調
査

潜
水

調
査

○
○

○
○

○
○

○
ー

○
ー

ー
ー

橋
梁

橋
面

橋
梁

全
体

鋼
構

造
部

材コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

部
材

伸
縮

装
置

移
動

量
、

傾
斜

量
、

沈
下

量
移

動
距

離
測

定
水

準
測

量
傾

斜
計

に
よ

る
測

量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

床
版

鋼
床

版

詳
細

目
視

ト
ン

ネ
ル

内
壁

移
動

距
離

測
定

水
準

測
量

傾
斜

計
に

よ
る

測
量

移
動

量
、

傾
斜

量
、

沈
下

量
ト

ン
ネ

ル
全

体
変

状
・損

傷
状

況
　

等

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

部
材

鋼
部

材

下
部

構
造

構
造

部
材

の
劣

化
・
損

傷
、

躯
体

の
変

位
、

基
礎

の
洗

掘

・ひ
び

割
れ

、
剥

離
、

損
傷

、
欠

損
・鉄

筋
の

露
出

・劣
化

の
兆

候
、

基
礎

の
洗

掘

表
参
－
７
 
現
地
調
査
項
目
（
そ
の
７
）
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

（参考）現地調査と策定レベルの関係 

 

次頁以降に示した現地調査項目例は、「港湾の施設の維持管理技術マニュアル：監修 国土交通省港

湾局、編著 独立行政法人 港湾空港技術研究所（平成19年 10月）、発行 財団法人 沿岸技術研究セ

ンター」の文献に記載されている「定期点検診断の標準様式」をもとに策定レベルごとに現地調査項

目を分類したものである。 
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参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □規定の水深を満足しないところがあると思われる。

ｂ   －－－

ｃ 　－－－

ｄ □規定の水深が確保されている。

ａ □航路又は泊地に異状がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □異状がない。

※１

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ
□浮体鎖、沈錘、係留アンカー等が著しく摩耗又は衰耗している。
□係船浮標としての性能を失っている。

ｂ □浮体鎖、沈錘、係留アンカー等に摩耗や衰耗が見られる。

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

「－」･･･原則実施しなくてよい。

目視（船舶交通の障害となる
浮遊物が発見された場合
は、即時に対応する。）

水　　深

点　検　項　目

関係者からのヒアリング或い
は簡易測深装置による簡易
な深浅測量

判　定　基　準　案

港名： 　　　　港　　地区名： 　　　　地区　　施設名： 

航路又は泊地の状態

水域施設

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：水域施設）

○ ○ ○

○ ○ ○

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：水域施設）

港名：　　　　　港　　地区名：　　　　　　地区　　施設名：

水域施設
（航路、泊
地、船だま

り）

水　深

○ ○

点　検　項　目 判　定　基　準　案

深浅測量（浚渫土量計算が
可能な間隔）

水深データを記録し、等深線図等の形式で整理する。

係船浮標
潜水調査（同一の計画水深
内に複数個存在する場合
は、個数分判定を行う）

-

○ ○ -

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

参5-20



参考資料 維持管理計画書作成のための現地調査について 

 

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □本体の一部がマウンドから外れている。

b □隣接ケーソンとの間に側壁厚程度（40～50cm）のずれがある。

c □小規模な移動がある。

d □変状なし。

ａ □目視でも著しい沈下（1ｍ程度）が確認できる。

ｂ □隣接ケーソンとの間に数十ｃｍ程度の段差がある。

ｃ □隣接ケーソンとの間に数ｃｍ程度の段差がある。

ｄ □変状なし。

ａ □防波堤の性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

ｂ
□幅1ｃm以上のひび割れがある。
□小規模な欠損がある。

ｃ □幅1ｃm未満のひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ □中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

ｂ
□複数方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□１方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ □点検単位長に亘り、消波工断面がブロック１層分以上、減少している。

ｂ □点検単位長に亘り、消波工断面が減少している。（ブロック１層未満）

ｃ □消波ブロックの一部が移動（散乱・沈下）している。

ｄ □変状なし。

ａ □欠損しているブロックが1/4以上ある。

ｂ □ａとｃの中間的な変状がある。

ｃ □欠損や部分的な変状があるブロックが複数個ある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ※

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・水平移動量

目視
・消波ブロックの損傷、亀裂
・欠損ブロックの個数

移動、散乱、沈下

損傷、亀裂

目視
・（目地ずれ、）段差

目視
・消波工の天端、法面、法肩
等の変形
・消波ブロックの移動や散乱

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

判　定　基　準　案

目視
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋露出
・劣化の兆候　など

目視
・ひび割れ、損傷、欠損
・劣化の兆候　など

その他、透明度が高く、水深の浅い海域等においては、根固めブロックや被覆石等の状況を目視で確認する。

上部工

点　検　項　目

移　　動

沈　　下

コンクリートの劣化、損
傷

本体工
（側壁、ス
リット部）

消波工

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　 　区間名

防波堤

コンクリートの劣化、損
傷

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：防波堤）

○ ○

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○ ○ ○

○

「－」･･･原則実施しなくてよい。
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

ｂ
□複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□1方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ
□中詰砂が流出している。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □中詰砂の流出はない（空洞化が認められない）。

ａ □被災率5％以上の移動・散乱又は沈下がある。

ｂ □被災率1～5％未満の移動・散乱又は沈下がある。

ｃ □被災率1％未満の移動・散乱又は沈下がある。

ｄ □変状なし。

ａ □点検単位長の50％以上の広範囲で移動・散乱又は沈下がある。

ｂ □点検単位長の10～50％の範囲で移動・散乱がある。

ｃ □点検単位長の10％未満の範囲で移動・散乱が見られる。

ｄ □変状なし。

ａ □点検単位長に亘り、消波工断面がブロック１層分以上、減少している。

ｂ □点検単位長に亘り、消波工断面が減少している。（ブロック１層未満）

ｃ □消波ブロックの一部が移動（散乱・沈下）している。

ｄ □変状なし。

ａ
□捨石マウンドの法尻前面で深さ1m以上の洗掘がある。
□洗掘に伴い、マウンド等や堤体本体への影響が見られる。
□洗掘防止マットが損失している。または、しわ寄せ状態になっている。

ｂ
□捨石マウンド法尻前面で深さ0.5m以上1m未満の洗掘がある。
□洗掘防止マットが50％程度に亘り損傷している。

ｃ
□深さ0.5m未満の洗掘又は土砂の堆積がある。
□洗掘防止マットが10％程度に損傷している。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

「○」･･･原則実施する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：防波堤） 「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

防波堤

防波堤
全体

移動量
・法線移動量完成時法
線に対して、或いは定
点移動量）

目地開き

傾斜量
・堤体傾斜量

移動距離測定、水準測量（天
端の四隅の標高差により傾
斜量を算定）傾斜計　など

法線測量、目地開き測定、潜
水調査

水準測量結果より算定、ある
いは傾斜計による測定

測量・測定データ等を記録し、防波堤全体の移動・目地開き・傾斜が評価で
きる形式で整理する。 ○ ○ -

沈下量 水準測量 測量データ等を記録し、防波堤全体の沈下が評価できる形式で整理する。 ○ ○ -

上部工
コンクリートの劣化、損
傷

詳細調査
・ひび割れ、損傷、欠損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

本体工

コンクリートの劣化、損
傷

潜水調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

○ ○ -

詳細調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

かぶり厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。 ※ - -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ※ - -

ケーソンの空洞化
電磁波レーダ、削孔による目
視確認　など ※ - -

被覆工 移動、散乱、沈下

潜水調査、水準測量
・法面、法肩、法尻等の変形
・石やブロックの移動や散乱
状況

○ ○ -

根固工 移動、散乱、沈下

潜水調査、水準測量
・法面、法肩、法尻等の変形
・石やブロックの移動や散乱
状況

○ ○ -

消波工 移動、散乱、沈下
潜水調査、水準測量
・法面、法肩、法尻等の変形
・ブロックの移動や散乱状況

○ ○ -

海底地盤 洗掘、土砂の堆積
潜水調査、水深測量
・海底面の起伏
・洗掘傾向か堆積傾向か

○ ○ -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

「－」･･･原則実施しなくてよい。
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ

□排水溝、排水ますに破損箇所がある。
□排水溝、排水ますが土砂で埋まっている。
□グレーチングが紛失している。
□グレーチングの変形、腐食が著しく、使用に耐えない。

ｂ   －－－

ｃ □グレーチングに変形、腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ □破損、損傷等により水叩き本来の機能を失っている。

ｂ   －－－

ｃ □水叩きにひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ
□隣接するスパンとの間に20cm以上のずれがある。
□性能を損なうような法線の変状が見られる。

ｂ
□法線の変状がみられる。
□隣接するスパンとの間に10～20cm程度のずれがある。

ｃ
□上記以外の場合で、隣接するスパンとの間に10cm未満のずれがあ
る。

ｄ □変状なし。

ａ □目視でも著しい沈下（1ｍ程度）が確認できる。

ｂ □隣接スパンとの間に数十ｃｍ程度の段差がある。

ｃ □隣接スパンとの間に数ｃｍ程度の段差がある。

ｄ □変状なし。

ａ □中詰材等が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある

ｂ
□複数方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□１方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ □性能に影響を及ぼす程度の欠損がある。

ｂ
□幅1ｃm以上のひび割れがある。
□小規模な欠損がある。

ｃ □幅1ｃm未満のひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ □波返工の性能を損なうような損傷がある。

ｂ
□複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□１方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ
□貫通ひび割れから土砂が流出している兆候がある。
□部材表面に対して面積比で10％以上の欠損がある。

ｂ □部材表面に対して面積比で10％未満の欠損がある。

ｃ
□貫通ひび割れはあるが土砂が流出している兆候はない。
□幅1cm以上の非貫通ひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ
□腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
□開孔箇所から裏埋材が流出している兆候がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

a □防食管理電位が維持されていない。

b 　－－－

c 　－－－

d □防食管理電位が維持されている。

ａ □点検単位長に亘り、消波工断面がブロック１層分以上、減少している。

ｂ □点検単位長に亘り、消波工断面が減少している。（ブロック１層未満）

ｃ □消波ブロックの一部が移動（散乱・沈下）している。

ｄ □変状なし。

ａ □欠損しているブロックが1/4以上ある。

ｂ □ａとｃの中間的な変状がある。

ｃ □欠損や部分的な変状があるブロックが複数個ある。

ｄ □変状なし。

ａ
□護岸・堤防の背後又は堤防本体の土砂が流出している。
□護岸・堤防の背後又は堤防本体の地盤が陥没している。

ｂ □堤体目地に顕著な開き、ずれがある。

ｃ □堤体目地に軽微な開き、ずれがある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ○

目視
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・劣化の兆候　など

移　動

コンクリートの劣化、損
傷（無筋の場合）

水叩きのひび割れ、損
傷

目視
・堤体の沈下

目視
・消波工の天端、法面、法肩
等の変形
・消波ブロックの移動や散乱

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・排水溝のつまり
・破損、変形
・グレーチングの腐食

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・移動量

目視
・ひび割れ、損傷

排水設備の破損、
グレーチングの変形、
腐食

排水設備

点　検　項　目

目視
・ひび割れ、損傷、欠損
・劣化の兆候　など

波返工

沈　下

水叩き

目視（沈下、陥没、目地ずれ
等が起きている箇所）
・堤体背後の状態
・目地の開き、ずれ

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

判　定　基　準　案

目視

・欠陥面積率※３

目視
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

本体工
（重力式）

コンクリートの劣化、損
傷（RCの場合）

コンクリートの劣化、損
傷（RCの場合）

目視
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋腐食
・劣化の兆候　など

コンクリートの劣化、損
傷（無筋の場合）

目視
・ひび割れ、損傷、欠損
・劣化の兆候　など

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

消波工

損傷、亀裂
目視
・消波ブロックの損傷、亀裂
・欠損ブロックの個数

被覆防食
工

塗装の場
合

護岸・堤防
の背後
又は

堤防本体

陥没、吸出し

移動、散乱、沈下

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆の場合

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：護岸、堤防）

鋼矢板等

電気防食工

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

○ ○ ○

○ ○ ○

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○ ○ ○

○ ○ ○

護岸、堤防

「－」･･･原則実施しなくてよい。
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

ｂ
□複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□1方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ
□中詰砂が流出している。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □中詰砂の流出はない（空洞化が認められない）。

ａ
□腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
□裏埋材が流出している兆候がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □変状なし。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

「○」･･･原則実施する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：護岸、堤防　１／２） 「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

護岸、堤防

護岸、
堤防全体

移動量、傾斜量
移動距離測定
水準測量
傾斜計による測量　など

測量データ等を記録し、護岸・堤防全体の移動・傾斜が評価できる形式で整
理する。 ○ ○ -

沈下量 水準測量
測量データ等を記録し、護岸・堤防全体の沈下が評価できる形式で整理す
る。 ○ ○ -

潜水調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

○

本体工
（重力式）

○ -

詳細調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

コンクリートの劣化、損
傷（ＲＣ）

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ※ - -

ケーソンの空洞化
電磁波レーダ、削孔による目
視確認　など ※ - -

表のり
被覆工

・
天端

被覆工
・

裏のり
被覆工

・
波返し工

コンクリートの劣化、損
傷

詳細調査等
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ※ - -

鋼矢板等

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

潜水調査 ○ ○ -

詳細調査 孔食等を変状図として整理する。 ○ ○ -

肉厚測定 超音波厚み計 測定値を記録する。 ※ ※ -

被覆防食
工

塗装

潜水調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ
・欠陥面積率

○ ○ -

詳細調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○ -

「－」･･･原則実施しなくてよい。
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷がある。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達しないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷がある。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

ａ □陽極が欠落又は全消耗している。（欠落の場合は陽極を捜索）

ｂ □陽極取付に不具合がある。（ぶら下がり）

ｃ 　－－－

ｄ □欠落等の異状はない。

ａ □端子の変色、ボルトやナットのゆるみ等がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ □点検単位長の50％以上の広範囲で移動・散乱又は沈下がある。

ｂ □点検単位長の10～50％の範囲で移動・散乱がある。

ｃ □点検単位長の10％未満の範囲で移動・散乱が見られる。

ｄ □変状なし。

ａ □点検単位長に亘り、消波工断面がブロック１層分以上、減少している。

ｂ □点検単位長に亘り、消波工断面が減少している。（ブロック１層未満）

ｃ □点検単位長に亘り、消波ブロックの一部が移動（散乱・沈下）している。

ｄ □変状なし。

ａ
□基礎工流失又は破壊欠落がある。大規模な移動又は沈下がある。
□目地部に大きなずれ、段差がある。

ｂ
□基礎工に小規模な移動又は沈下がある。
□目地部に小さなずれ、段差がある。

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ
□吸い出しが生じている。もしくは、その可能性がある。
□防砂板が破損している。
□防砂シートが破損している可能性がある。

ｂ
□空洞が生じている可能性がある。
□目地版に顕著な劣化、裂傷、損傷がある。

ｃ □目地版に軽微な劣化、裂傷、損傷がある。

ｄ □吸い出しは生じていない（空洞化が認められない）。

ａ
□捨石マウンドの法尻前面で深さ1m以上の洗掘がある。
□洗掘に伴い、マウンド等や堤体本体への影響が見られる。

ｂ □捨石マウンド法尻前面で深さ0.5m以上1m未満の洗掘がある。

ｃ □深さ0.5m未満の洗掘又は土砂の堆積がある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

※５

点　検　項　目 判　定　基　準　案

護岸、堤防

鋼矢板等

被覆防食
工

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆

電位

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

○ ○ -

詳細調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○ -

電気防食
工（流電陽
極方式）

電位

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ ○ ○

陽極

潜水調査
・現存状況の確認（全数） ○ ○ -

陽極消耗量測定（全体の3～
5％）

陽極消耗量の測定値を記録し、残寿命を推定する。 ○ - -

陽極電流測定
・施設の両端、中央部、異常
摩耗部

電流量の測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ ○ ○

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○ ○ -

電気防食
工（外部電
源方式）

直流電源
及び電気
設備

詳細調査
・端子の変色
・ボルト、ナットのゆるみ等

○ ○ -

直流電源の電圧、電流測定
整流器の絶縁抵抗
回路の絶縁抵抗

測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

電位測定 電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ - -

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○ - -

根固工 移動、散乱、沈下

潜水調査、水準測量
・法面、法肩、法尻等の変形
・石やブロックの移動や散乱
状況

○ ○ -

消波工 移動、散乱、沈下
潜水調査、水準測量
・法面、法肩、法尻等の変形
・ブロックの移動や散乱状況

○ ○ -

基礎工 移動、沈下、損傷

潜水調査
・前面へのせり出し、傾斜、
沈下
・目地ずれ、段差
・コンクリートの損傷

○ ○ -

護岸・堤防
の背後
又は

堤防本体

吸出し、空洞化

電磁波レーダ調査
削孔による目視確認
内視鏡調査
・目地版の損傷　など

※ ※ -

海底地盤 洗掘、土砂の堆積
潜水調査、水深測量
・海底面の起伏
・洗掘傾向か堆積傾向か

○ ○ -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：護岸、堤防　２／２）
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ
□排水溝、排水ますに破損箇所がある。
□グレーチングが紛失している。
□グレーチングの変形、腐食が著しく、使用に耐えない。

ｂ   －－－

ｃ □グレーチングに変形、腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ □破損、損傷等により使用できない状態である。

ｂ   －－－

ｃ □係船柱の損傷や変形、塗装のはがれ等がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□本体(ゴム)：欠落、永久変形がある。
□取付金具：ゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。

ｂ   －－－

ｃ
□本体(ゴム)：欠損、亀裂、チッピングがある。
□取付金具：発錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠落している。
□損傷、腐食が著しく、使用上危険である。

ｂ   －－－

ｃ □本体の損傷、変形、塗装のはがれや錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠損している。
□性能上支障となる損傷、変形がある。

ｂ   －－－

ｃ □本体の損傷や変形、塗装のはがれや腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ □隣接スパンとの間に20cm以上の凹凸がある。

ｂ □隣接スパンとの間に10～20cm程度の凹凸がある。

ｃ □上記以外の場合で、隣接スパンとの間に10cm未満の凹凸がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□重力式本体背後の土砂が流出している。
□重力式本体背後のエプロンが陥没している。
□車両の通行や歩行に重大な支障がある。

ｂ
□重力式本体目地（上部工含む）に顕著な開き、ずれがある。
□エプロンに3cm以上の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm以上の沈下（段差）がある。

ｃ
□重力式本体目地（上部工含む）に軽微な開き、ずれがある。
□エプロンに3cm未満の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm未満の沈下（段差）がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□コンクリート舗装でひび割れ度が2m/m2以上である。※３

□アスファルト舗装でひび割れ率が30％以上である。※３

□車両の通行や歩行に支障があるひび割れや損傷が見られる。

ｂ
□コンクリート舗装でひび割れ度が0.5～2m/m2である。
□アスファルト舗装でひび割れ率が20～30％である。

ｃ □若干のひび割れが見られる。

ｄ □変状なし。

ａ
□重力式本体背後の土砂が流出している。
□重力式本体背後のエプロンが陥没している。

ｂ □重力式本体目地（上部工含む）に顕著な開き、ずれがある。

ｃ □重力式本体目地（上部工含む）に軽微な開き、ずれがある。

ｄ □変状なし。

ａ

□車両走行に危険な段差、陥没、わだち掘れ、ひび割れなどがある。
□15mm以上の段差がある。
□50mm以上の凹凸がある。
□10mm以上のわだち掘れがある。
□幅3mm以上のひび割れがある。

ｂ
□10～15mmの段差がある。
□20～50mmの凹凸がある。
□幅3mm未満のひび割れがある。

ｃ

□10mm未満の段差がある。
□20mm未満の凹凸がある。
□10mm未満のわだち掘れがある。
□微小なひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ □係船岸の性能を損なうような損傷がある。

ｂ
□幅3mm以上のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□幅3mm未満のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。
ａ □中詰材が流出するような穴開き、ひびわれ、欠損がある。

ｂ
□複数方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□１方向に幅3ｍｍ程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

目視
段差、凹凸、わだち掘れ、開
き、よごれ

目視
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋腐食
・劣化の兆候　など

目視
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋露出
・劣化の兆候　など

コンクリートの劣化、
損傷

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食(鋼製の場合)

防舷材

係船柱

はしご

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・排水溝のつまり
・破損、変形
・グレーチングの腐食

本体の損傷、塗装
目視
・損傷、変形
・塗装の状態

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

ひび割れ度は、１㎡あたりのひび割れの全長（ｍ）、ひび割れ率は、ひび割れの発生部面積（㎡/バース）/エプロンの面積（㎡/バース）であるが、
一般定期点検診断ではこれらの数値を必ずしも算出する必要はない。ここで示した判定基準の劣化度に相当する変状については、マニュアル等
により別途例示する。

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

本体工
(側壁、ス
リット部)

上部工

車止め
・

安全柵

本体の損傷、塗装、
腐食

本体の損傷、破損、取
付金具の状態

目視
・ゴム部の損傷
・取付金具の錆や傷

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：重力式係船岸）

点　検　項　目 判　定　基　準　案

排水設備の破損、グ
レーチングの変形、腐
食

排水設備

本体の損傷、塗装、
腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食

エプロン（コ
ンテナター
ミナル等利
用制限が
厳しい場

合）

凹凸、出入り
目視
・移動量

目視

コンクリート・アスファル
ト・半たわみ性舗装等の
段差、わだち掘れ、ひび
割れ

目視
・コンクリートまたはアスファ
ルトのひび割れ、損傷

岸壁法線

目視

沈下、陥没

エプロン
（通常の場

合）

沈下、陥没

コンクリートまたはアス
ファルトの劣化、損傷

コンクリートの劣化、
損傷 ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○ ○

○

重力式
係船岸
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ

□吸い出しが生じている。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。
□防砂板が破損している。
□防砂シートが破損している可能性がある。

ｂ
□空洞が生じている可能性がある。
□目地版に顕著な劣化、裂傷、損傷がある。

ｃ □目地版に軽微な劣化、裂傷、損傷がある。

ｄ □吸い出しは生じていない（空洞化が認められない）。

ａ □中詰材が流出するような穴開き、ひび割れ、欠損がある。

ｂ
□複数方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□1方向に幅3mm程度のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ
□中詰砂が流出している。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □中詰砂の流出はない（空洞化が認められない）。

ａ
□岸壁前面で深さ1m以上の洗掘がある。
□洗掘に伴い、マウンド等や岸壁本体への影響が見られる。

ｂ □岸壁前面で深さ0.5m以上1m未満の洗掘がある。

ｃ □深さ0.5m未満の洗掘又は土砂の堆積がある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

○ -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

- -

海底地盤 洗掘、土砂の堆積
潜水調査、水深測量
・海底面の起伏
・洗掘傾向か堆積傾向か

○

ケーソンの空洞化
電磁波レーダ、削孔による目
視確認　など ※

-

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ※ ※ -

※ -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ ※

※ - -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※

かぶり厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。

○ -

詳細調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

コンクリートの劣化、損
傷

潜水調査
・ひび割れ、剥離、損傷、欠
損
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

○

本体工
（側壁、ス
リット部）

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。

-

-

分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

※ -

- -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ -

○ ○ -

かぶりの厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。 ※

○ -

上部工

コンクリートの劣化、損
傷

詳細調査
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。

○ ○ -

コンクリート及びアス
ファルトの劣化、損傷

詳細調査
・ひび割れ、損傷、凹凸　な
ど

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○

沈下量(段差)、傾斜量
水準測量
傾斜測定

測量・測定データ等を記録し、エプロンの沈下・傾斜が評価できる形式で整
理する。

吸出し、空洞化

電磁波レーダ調査
削孔による目視確認
内視鏡調査
・目地版の損傷　など

※

エプロン

判　定　基　準　案

重力式
係船岸

重力式係
船岸全体

移動量、傾斜量、沈下
量

移動距離測定
水準測量
傾斜計による測量　など

測量・測定データ等を記録し、係船岸の移動・傾斜・沈下が評価できる形式
で整理する。

「○」･･･原則実施する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：重力式係船岸） 「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○ -

※ -

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

点　検　項　目

分極抵抗測定鉄筋の腐食速度
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ
□排水溝、排水ますに破損箇所がある。
□グレーチングが紛失している。
□グレーチングの変形、腐食が著しく、使用に耐えない。

ｂ   －－－

ｃ □グレーチングに変形、腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ □破損、損傷等により使用できない状態である。

ｂ   －－－

ｃ □係船柱の損傷や変形、塗装のはがれ等がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□本体(ゴム)：欠落、永久変形がある。
□取付金具：ゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。

ｂ   －－－

ｃ
□本体(ゴム)：欠損、亀裂、チッピングがある。
□取付金具：発錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠落している。
□損傷、腐食が著しく、使用上危険である。

ｂ   －－－

ｃ
□本体の損傷、変形、塗装のはがれや錆がある。
□塗装のはがれや錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠損している。
□性能上支障となる損傷、変形がある。

ｂ   －－－

ｃ □本体の損傷や変形、塗装のはがれや腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□隣接する上部工との間に20cm以上の凹凸がある。
□性能を損なうような法線のはらみ出しがある。

ｂ
□法線のはらみ出しがみられる。
□隣接する上部工との間に10～20cm程度の凹凸がある。

ｃ
□上記以外の場合で、隣接する上部工との間に10cm未満の凹凸があ
る。

ｄ □変状なし。

ａ
□矢板式本体背後の土砂が流出している。
□矢板式本体背後のエプロンが陥没している。
□車両の通行や歩行に重大な支障がある。

ｂ
□矢板式本体背後の土砂が流出している可能性がある。
□エプロンに3cm以上の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm以上の沈下（段差）がある。

ｃ
□エプロンに3cm未満の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm未満の沈下（段差）がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□コンクリート舗装でひび割れ度が2m/m2以上である。※３

□アスファルト舗装でひび割れ率が30％以上である。※３

□車両の通行や歩行に支障があるひび割れや損傷が見られる。

ｂ □コンクリート舗装でひび割れ度が0.5～2m/m2である。
□アスファルト舗装でひび割れ率が20～30％である。

ｃ □若干のひび割れが見られる。

ｄ □変状なし。

ａ
□矢板式本体背後の土砂が流出している。
□矢板式本体背後のエプロンが陥没している。

ｂ □矢板式本体背後の土砂が流出している可能性がある。

ｃ □－－－

ｄ □変状なし。

ａ

□車両走行に危険な段差、陥没、わだち掘れ、ひび割れなどがある。
□15mm以上の段差がある。
□50mm以上の凹凸がある。
□10mm以上のわだち掘れがある。
□幅3mm以上のひび割れがある。

ｂ
□10～15mmの段差がある。
□20～50mmの凹凸がある。
□幅3mm未満のひび割れがある。

ｃ

□10mm未満の段差がある。
□20mm未満の凹凸がある。
□10mm未満のわだち掘れがある。
□微小なひび割れがある。

ｄ □変状なし。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

本体の損傷、塗装

目視

コンクリートまたはアス
ファルトの劣化、損傷

目視
・コンクリートまたはアスファ
ルトのひび割れ、損傷

目視
・ゴム部の損傷
・取付金具の錆や傷

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・排水溝のつまり
・破損、変形
・グレーチングの腐食

目視
段差、凹凸、わだち掘れ、開
き、よごれ

エプロン（コ
ンテナター
ミナル等利
用制限が
厳しい場

合）

沈下、陥没

エプロン
（通常の場

合）

凹凸、出入り

車止め
・

安全柵

判　定　基　準　案

防舷材

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

本体の損傷、破損、取
付金具の状態

岸壁法線

はしご

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食

目視
・移動量・沈下量

本体の損傷、塗装、
腐食

目視

コンクリート・アスファル
ト・半たわみ性舗装等の
段差、わだち掘れ、ひび
割れ

沈下、陥没

本体の損傷、塗装、
腐食

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：矢板式係船岸　１／２）

点　検　項　目

排水設備

矢板式
係船岸

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食(鋼製の場合)

係船柱

排水設備の破損、グ
レーチングの変形、腐
食

○ ○

○ ○ ○

「－」･･･原則実施しなくてよい。

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □係船岸の性能を損なうような損傷がある。

ｂ
□幅3mm以上のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□幅3mm未満のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ
□腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
□開孔箇所から裏埋材が流出している兆候がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

a □防食管理電位が維持されていない。

b 　－－－

c 　－－－

d □防食管理電位が維持されている。

※１

※２

※３

※４

○ ○

※

○ ○ ※

ひび割れ度は、１㎡あたりのひび割れの全長（ｍ）、ひび割れ率は、ひび割れの発生部面積（㎡/バース）/エプロンの面積（㎡/バース）であるが、
一般定期点検診断ではこれらの数値を必ずしも算出する必要はない。ここで示した判定基準の劣化度に相当する変状については、マニュアル等
により別途例示する。

判　定　基　準　案点　検　項　目

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

コンクリートの劣化、
損傷

上部工

目視

・欠陥面積率※４

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：矢板式係船岸　２／２）

被覆防食
工

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆の場合

鋼矢板等

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐食
・表面の傷の状況
・継手の腐食状況

目視
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

塗装の場
合

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

目視
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋腐食
・劣化の兆候　など

矢板式
係船岸

電気防食工

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

○ ○ ○

○ ○ ※

○

○ ○
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ

□吸い出しが生じている。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。
□防砂板が破損している。
□防砂シートが破損している可能性がある。

ｂ □空洞が生じている可能性がある。

ｃ 　－－－

ｄ □吸い出しは生じていない（空洞化が認められない）。

ａ
□腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
□裏埋材が流出している兆候がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □変状なし。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

移動量、傾斜量、沈下
量

移動距離測定
水準測量
傾斜計による測量　など

測量・測定データ等を記録し、係船岸の移動・傾斜・沈下が評価できる形式
で整理する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：矢板式係船岸　１／２）

矢板式
係船岸

矢板式係
船岸全体

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○ -

エプロン

吸出し、空洞化
電磁波レーダ、削孔による目
視確認　など ※ ※ -

沈下量(段差)、傾斜量
水準測量
傾斜測定

測量・測定データ等を記録し、エプロンの沈下・傾斜が評価できる形式で整
理する。 ○ ○ -

コンクリート及びアス
ファルトの劣化、損傷

詳細調査
・ひび割れ、損傷、凹凸　な
ど

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

上部工

コンクリートの劣化、損
傷

詳細調査
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋の露出
・劣化の兆候　など

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

かぶりの厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。 ※ - -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ※ - -

鋼矢板等

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

潜水調査 ○ ○ -

詳細調査 孔食等を変状図として整理する。 ○ ○ -

肉厚測定 超音波厚み計 測定値を記録する。 ※ ※ -

被覆防食
工

塗装

潜水調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ
・欠陥面積率

○ ○ -

詳細調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○ -

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被

覆、金属被
覆

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

詳細調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

○ ○ -

-錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □陽極が欠落又は全消耗している。（欠落の場合は陽極を捜索）

ｂ □陽極取付に不具合がある。（ぶら下がり）

ｃ 　－－－

ｄ □欠落等の異状はない。

ａ □端子の変色、ボルトやナットのゆるみ等がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ
□岸壁前面で深さ1m以上の洗掘がある。
□洗掘に伴い、マウンド等や岸壁本体への影響が見られる。

ｂ □岸壁前面で深さ0.5m以上1m未満の洗掘がある。

ｃ □深さ0.5m未満の洗掘又は土砂の堆積がある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

※５

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：矢板式係船岸　２／２）

点　検　項　目 判　定　基　準　案

矢板式
係船岸

鋼矢板等

電気防食
工（流電陽
極方式）

電位

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ ○ ○

陽極

潜水調査
・現存状況の確認（全数） ○ ○ -

陽極消耗量測定（全体の3～
5％）

陽極消耗量の測定値を記録し、残寿命を推定する。 ○ - -

陽極電流測定
・施設の両端、中央部、異常
摩耗部

電流量の測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○ - -

電気防食
工（外部電
源方式）

直流電源
及び電気
設備

詳細調査
・端子の変色
・ボルト、ナットのゆるみ な
ど

○ ○ -

直流電源の電圧、電流測定
整流器の絶縁抵抗
回路の絶縁抵抗

測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

電位

電位測定
（電極ごとの管理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

- -

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ ○

海底地盤

○

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○

○ -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

洗掘、土砂の堆積
潜水調査、水深測量
・海底面の起伏
・洗掘傾向か堆積傾向か

○

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ
□排水溝、排水ますに破損箇所がある。
□グレーチングが紛失している。
□グレーチングの変形、腐食が著しく、使用に耐えない。

ｂ   －－－

ｃ □グレーチングに変形、腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ □破損、損傷等により使用できない状態である。

ｂ   －－－

ｃ □係船柱の損傷や変形、塗装のはがれ等がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□本体(ゴム)：欠落、永久変形がある。
□取付金具：ゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。

ｂ   －－－

ｃ
□本体(ゴム)：欠損、亀裂、チッピングがある。
□取付金具：発錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠落している。
□損傷、腐食が著しく、使用上危険である。

ｂ   －－－

ｃ
□本体の損傷、変形、塗装のはがれや錆がある。
□塗装のはがれや錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠損している。
□性能上支障となる損傷、変形がある。

ｂ   －－－

ｃ □本体の損傷や変形、塗装のはがれや腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□隣接する上部工との間に20cm以上の凹凸がある。
□進行性の変状が見られる

ｂ □隣接する上部工との間に10～20cm程度の凹凸がある。

ｃ
□上記以外の場合で、隣接する上部工との間に10cm未満の凹凸があ
る。

ｄ □変状なし。

ａ
□土留部背後の土砂が流出している。
□土留部背後のエプロンが陥没している。
□車両の通行や歩行に重大な支障がある。

ｂ
□土留部目地に顕著な開き、ずれがある。
□エプロンに3cm以上の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm以上の沈下（段差）がある。

ｃ
□土留部目地に軽微な開き、ずれがある。
□エプロンに3cm未満の沈下（段差）がある。
□エプロンと後背地の間に30cm未満の沈下（段差）がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□コンクリート舗装でひび割れ度が2m/m2以上である。※３

□アスファルト舗装でひび割れ率が30％以上である。※３

□車両の通行や歩行に支障があるひび割れや損傷が見られる。

ｂ
□コンクリート舗装でひび割れ度が0.5～2m/m2である。
□アスファルト舗装でひび割れ率が20～30％である。

ｃ □若干のひび割れが見られる。

ｄ □変状なし。

ａ
□土留部背後の土砂が流出している。
□土留部背後のエプロンが陥没している。

ｂ □土留部目地に顕著な開き、ずれがある。

ｃ □土留部目地に軽微な開き、ずれがある。

ｄ □変状なし。

ａ

□車両走行に危険な段差、陥没、わだち掘れ、ひび割れなどがある。
□15mm以上の段差がある。
□50mm以上の凹凸がある。
□10mm以上のわだち掘れがある。
□幅3mm以上のひび割れがある。

ｂ
□10～15mmの段差がある。
□20～50mmの凹凸がある。
□幅3mm未満のひび割れがある。

ｃ

□10mm未満の段差がある。
□20mm未満の凹凸がある。
□10mm未満のわだち掘れがある。
□微小なひび割れがある。

ｄ □変状なし。

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

判　定　基　準　案

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・排水溝のつまり
・破損、変形
・グレーチングの腐食

桟橋法線

防舷材

車止め
・

安全柵

目視
・移動量・沈下量

目視
・コンクリートまたはアスファ
ルトのひび割れ、損傷

本体の損傷、塗装、
腐食

はしご

本体の損傷、破損、取
付金具の状態

エプロン
（通常の場

合）

沈下、陥没

エプロン（コ
ンテナター
ミナル等利
用制限が
厳しい場

合）

排水設備

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

桟 橋

沈下、陥没

目視
・損傷、変形
・塗装の状態

係船柱

排水設備の破損、グ
レーチングの変形、腐
食

目視

コンクリートまたはアス
ファルトの劣化、損傷

目視
段差、凹凸、わだち掘れ、開
き、よごれ

コンクリート・アスファル
ト・半たわみ性舗装等の
段差、わだち掘れ、ひび
割れ

目視

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：桟 橋　１／２）

点　検　項　目

本体の損傷、塗装

本体の損傷、塗装、
腐食

凹凸、出入り

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食

目視
・ゴム部の損傷
・取付金具の錆や傷

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食(鋼製の場合)

○

○ ○

○ ○

「－」･･･原則実施しなくてよい。

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ｄ □変状なし。

ａ
□ひび割れがある。
□錆汁がある。

ｂ □－－－

ｃ □－－－

ｄ □変状なし。

ａ □係船岸の性能を損なうような損傷がある。

ｂ
□幅3mm以上のひび割れがある。
□広範囲に亘り鉄筋が露出している。

ｃ
□幅3mm未満のひび割れがある。
□局所的に鉄筋が露出している。

ｄ □変状なし。

ａ □腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

a □防食管理電位が維持されていない。

b 　－－－

c 　－－－

d □防食管理電位が維持されている。

ａ □車両の通行や歩行に重大な支障がある。

ｂ □表面に重大な損傷が見られる。

ｃ □表面に軽微な損傷が見られる。

ｄ □変状なし。

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

※１

※２

※３

※４

○ ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ○

○

判　定　基　準　案

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

ｃ

ａ

ｂ

目視
・穴あきの有無
・水面上の鋼材の腐食
・表面の傷の状況

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：桟 橋　２／２）

目視
・ひび割れの発生状況
・錆汁の発生状況

目視
・ひび割れの発生方向
・ひび割れの本数、長さと幅
・かぶりの剥落状況
・錆汁の発生状況
・鉄筋の腐食状況上部工

（下面部）

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

ひび割れ度は、１㎡あたりのひび割れの全長（ｍ）、ひび割れ率は、ひび割れの発生部面積（㎡/バース）/エプロンの面積（㎡/バース）であるが、
一般定期点検診断ではこれらの数値を必ずしも算出する必要はない。ここで示した判定基準の劣化度に相当する変状については、マニュアル等
により別途例示する。

土留部の構造形式に従って、重力式係船岸又は矢板式係船岸の点検診
断様式を準用する。

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆の場合

点　検　項　目

桟 橋

コンクリートの劣化、損
傷（PCの場合）

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

電気防食工

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

目視
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

塗装の場
合

渡　版 本体の損傷、塗装

目視（土留部の形式に従って
適切に行う）

被覆防食
工

目視
・傷、割れ
・塗装の状態
・移動
・可動性

スラブ：
□網目状のひび割れが部材表面の50%未満である。
□錆汁が部分的に発生している。

はり・ハンチ：
□幅3mm未満の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□錆汁が部分的に発生している。

スラブ：
□一方向のひび割れ若しくは帯状又は線状のゲル吐出析出物がある。
□錆汁が点状に発生している。

はり・ハンチ：
□軸と直角な方向のひび割れのみがある。
□錆汁が点状に発生している。

土留部

上部工
（上・側面

部）

コンクリートの劣化、
損傷

目視
・ひび割れ、剥離、損傷
・鉄筋腐食
・劣化の兆候　など

コンクリートの劣化、損
傷（RCの場合）

スラブ：
□網目状のひび割れが部材表面の50%以上ある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。

はり・ハンチ：
□幅3mm以上の鉄筋軸方向のひび割れがある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。

目視

・欠陥面積率※４

　鋼管杭等

○ ※

○ ※

○ ※

○○ ※

○

○
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ

□吸い出しが生じている。もしくは、その可能性がある（空洞化が認めら
れる）。
□防砂板が破損している。
□防砂シートが破損している可能性がある。

ｂ
□空洞が生じている可能性がある。
□目地版に顕著な劣化、裂傷、損傷がある。

ｃ □目地版に軽微な劣化、裂傷、損傷がある。

ｄ □吸い出しは生じていない（空洞化が認められない）。

ａ
□腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。
□裏埋材が流出している兆候がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □変状なし。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：桟 橋　１／２）

桟 橋

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

「－」･･･原則実施しなくてよい。

桟橋全体
移動量、傾斜量、沈下
量

移動距離測定
水準測量
傾斜計による測量　など

測量・測定データ等を記録し、係船岸の移動・傾斜・沈下が評価できる形式
で整理する。 ○ ○ -

土留部背
後エプロン

吸出し、空洞化

電磁波レーダ調査
削孔による目視確認
内視鏡調査（土留部が重力
式の場合）
・目地版の損傷　など

※ ※ -

沈下量(段差)、傾斜量
水準測量
傾斜測定

測量・測定データ等を記録し、エプロンの沈下・傾斜が評価できる形式で整
理する。

○ ○ -

コンクリート及びアス
ファルトの劣化、損傷

詳細調査
・ひび割れ、損傷、凹凸　な
ど

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

桟橋
上部工

コンクリートの劣化、損
傷

詳細調査
・ひび割れの発生方向
・ひび割れの本数、長さと幅
・かぶりの剥落状況
・錆汁の発生状況
・鉄筋の腐食状況

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

コンクリートの強度
コアによる圧縮強度試験、反
発強度法

測定値を記録する。 ※ - -

コンクリートのひび割れ
深さ

超音波法　など 測定値を記録する。 ※ - -

かぶりの厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。 ※ - -

鉄筋の腐食状況 自然電位測定 自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ ※ -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ ※ -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。 ○ ※ -

鋼管杭等

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

潜水調査 ○ ○ -

詳細調査 孔食等を変状図として整理する。 ○ ○ -

肉厚測定 超音波厚み計 測定値を記録する。 ※ ※ -

被覆防食
工

塗装

潜水調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ
・欠陥面積率

○ ○ -

詳細調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○ -

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被

覆、金属被
覆

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

詳細調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

○ ○ -

-錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○ ○
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □陽極が欠落又は全消耗している。（欠落の場合は陽極を捜索）

ｂ □陽極取付に不具合がある。（ぶら下がり）

ｃ 　－－－

ｄ □欠落等の異状はない。

ａ □端子の変色、ボルトやナットのゆるみ等がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

※５

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：桟 橋　２／２）

点　検　項　目 判　定　基　準　案

桟 橋

鋼管杭等

電気防食
工（流電陽
極方式）

電位

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ ○ ○

陽極

潜水調査
・現存状況の確認（全数） ○ ○ -

陽極消耗量測定（全体の3～
5％）

陽極消耗量の測定値を記録し、残寿命を推定する。 ○ - -

陽極電流測定
・施設の両端、中央部、異常
摩耗部

電流量の測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○ - -

電気防食
工（外部電
源方式）

直流電源
及び電気
設備

詳細調査
・端子の変色
・ボルト、ナットのゆるみ等

○ ○ -

直流電源の電圧、電流測定
整流器の絶縁抵抗
回路の絶縁抵抗

測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

電位

電位測定
（電極ごとの管理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

- -

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ○ ○

土留部

○

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。 ○

○ -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

潜水調査、詳細調査　など
（土留部の形式に従って適切
に行う）

土留部の構造形式に従って、重力式係船岸又は矢板式係船岸の点検診断
様式を準用する。 ○

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □破損、損傷等により使用できない状態である。

ｂ   －－－

ｃ □係船柱の損傷や変形、塗装のはがれ等がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□本体(ゴム)：欠落、永久変形がある。
□取付金具：ゆるみ、抜け、曲がり、切断がある。

ｂ 　－－－

ｃ
□本体(ゴム)：欠損、亀裂、チッピングがある。
□取付金具：発錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠落している。
□損傷、腐食が著しく、使用上危険である。

ｂ 　－－－

ｃ
□本体の損傷、変形、塗装のはがれや錆がある。
□塗装のはがれや錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□欠損している。
□性能上支障となる損傷、変形がある。

ｂ   －－－

ｃ □本体の損傷や変形、塗装のはがれや腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ
□コンクリート舗装でひび割れ度が2m/m2以上である。※３

□アスファルト舗装でひび割れ率が30％以上である。※３

□車両の通行や歩行に支障があるひび割れや損傷が見られる。

ｂ
□コンクリート舗装でひび割れ度が0.5～2m/m2である。
□アスファルト舗装でひび割れ率が20～30％である。

ｃ □若干のひび割れが見られる。

ｄ □変状なし。

ａ □ひび割れ、亀裂、損傷による浸水が見られる。

b 　－－－

c 　－－－

d □変状なし。

ａ □腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

b
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

c □部分的に発錆がある。

d □付着物は見られるが、発錆、開孔、損傷は見られない。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

a □防食管理電位が維持されていない。

b 　－－－

c 　－－－

d □防食管理電位が維持されている。

ａ

□幅3mm以上の鉄筋に沿ったひび割れがある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。
□貫通ひび割れにより、沈降するおそれがある。

ｂ
□幅3mm未満の鉄筋に沿ったひび割れがある。
□錆汁が部分的に発生している。

ｃ
□軽微なひび割れがある。
□錆汁が点状に発生している。

ｄ □変状なし。

ａ
□ひび割れがある。
□錆汁がある。

ｂ □－－－

ｃ □－－－

ｄ □変状なし。

ａ □ローラー部から異常音が出ている。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □ローラー部からの異常音はない。

ａ
□係留杭に変形、著しい摩耗、開孔がある。
□係留チェーンに著しい摩耗がある。

ｂ
□係留杭に軽微な摩耗や孔食がある。
□被覆材に亀裂や剥離が全体的にある。

ｃ □被覆材に軽微な損傷が見られる。

ｄ □変状なし。

ａ □連絡橋が不安定でポンツーンへの移動が困難である。

ｂ 　－－－

ｃ □塗装の剥離や錆が見られる。

ｄ □塗装の剥離、錆は見られず、連絡橋は安定している。

※１

※２

※３

※４

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ※

○ ○ ※

○ ○ ○

※

○ ○ ※

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

判　定　基　準　案

係船柱 本体の損傷、塗装

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・損傷、変形
・塗装の状態

安定性、損傷、腐食

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

本体の亀裂、損傷
目視
・浸水状況

目視
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

ポンツーン
外部（鋼

製、RC/PC
製）

ローラー部

塗装の場
合

コンクリートまたはアス
ファルトの劣化、損傷

目視
・コンクリートまたはアスファ
ルトのひび割れ、凹凸、段差

目視
・ゴム部の損傷
・取付金具の錆や傷

本体の損傷、塗装、
腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：浮桟橋）

ひび割れ度は、１㎡あたりのひび割れの全長（ｍ）、ひび割れ率は、ひび割れの発生部面積（㎡/バース）/エプロンの面積（㎡/バース）であるが、
一般定期点検診断ではこれらの数値を必ずしも算出する必要はない。ここで示した判定基準の劣化度に相当する変状については、マニュアル等
により別途例示する。

本体の損傷、塗装、
腐食

目視
・損傷、変形
・塗装の状態
・腐食(鋼製の場合)

ポンツーン
内部

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

目視
・移動の安定性
・錆、傷の有無
・塗装

係留杭・係
留チェーン

連絡橋
・

渡橋

はしご

点　検　項　目

防舷材
本体の損傷、破損、取
付金具の状態

エプロン

浮桟橋

目視
・ひび割れの発生状況
・錆汁の発生状況

目視

・欠陥面積率※４

有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆の場合

〈鋼製の場合〉
電気防食工

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

（PCの場合）
コンクリートの劣化、損
傷

〈RC製の場合〉
コンクリートの劣化、損
傷

被覆防食
工

目視
・係留杭の状態、係留チェー
ンの破断

摩耗、塗装、腐食

異常音の有無

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

車止め
・

安全柵

浮桟橋

目視
・ひび割れの発生方向
・ひび割れの本数、長さと幅
・かぶりの剥落状況
・錆汁の発生状況
・鉄筋の腐食状況

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○

「○」･･･原則実施する。

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○

○
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □腐食による開孔や変形、その他著しい損傷がある。

ｂ
□L.W.L.付近に孔食がある。
□全体的に発錆がある。

ｃ □部分的に発錆がある。

ｄ □変状なし。

ａ □欠陥面積率10％以上

ｂ □欠陥面積率0.3％以上10％未満

ｃ □欠陥面積率0.03％以上0.3％未満

ｄ □欠陥面積率0.03％未満

ａ □鋼材が露出し、錆が発生している。

ｂ
□被覆材に鋼材まで達するすり傷、あて傷、はがれ等の損傷が生じてい
る。
□保護カバー等に欠損がある。

ｃ
□被覆材に鋼材まで達していないすり傷、あて傷、はがれ等の損傷があ
る。
□保護カバー等に損傷がある。

ｄ □変状なし。

ａ □陽極が欠落又は全消耗している。（欠落の場合は陽極を捜索）

ｂ □陽極取付に不具合がある。（ぶら下がり）

ｃ 　－－－

ｄ □欠落等の異状はない。

ａ □端子の変色、ボルトやナットのゆるみ等がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ
□幅3mm以上の鉄筋に沿ったひび割れがある。
□かぶりの剥落がある。
□錆汁が広範囲に発生している。

ｂ
□幅3mm未満の鉄筋に沿ったひび割れがある。
□錆汁が部分的に発生している。

ｃ
□軽微なひび割れがある。
□錆汁が点状に発生している。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

※４

※５

-

○ ○ -

「○」･･･原則実施する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：浮桟橋） 「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○ -エプロン
コンクリート及びアス
ファルトの劣化、損傷

詳細調査
・ひび割れ、損傷、凹凸　な
ど

超音波厚み計

塗装

ひび割れ等の変状図として整理する。

潜水調査

詳細調査 孔食等を変状図として整理する。 ○ ○ -

測定値を記録する。 ※ ※ -

被覆防食
工

鋼部材及
び鋼管杭

鋼材の腐食、亀裂、損
傷（防食工を施している
場合）

肉厚測定

潜水調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ
・欠陥面積率

○ ○

詳細調査
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○

○ ○ -有機被覆、
ペトロラタ
ム被覆、モ
ルタル被
覆、金属被
覆

潜水調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

錆、塗膜のふくれ、割れ、はがれ等を変状図として整理する。 ○

○ -

電位測定（電極ごとの防食管
理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

詳細調査
・鋼材の腐食、露出
・被覆材の損傷
・保護カバー等の状態

電気防食
工（流電陽
極方式）

電位 ○ ○ ○

○ -

○

陽極電流測定
・施設の両端、中央部、異常
摩耗部

電流量の測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○

○ -

陽極消耗量測定（全体の3～
5％）

陽極消耗量の測定値を記録し、残寿命を推定する。 ○ - -

潜水調査
・現存状況の確認（全数）

- -

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。

○ - -

電気防食
工（外部電
源方式）

直流電源
及び電気
設備

詳細調査
・端子の変色
・ボルト、ナットのゆるみ等

○ ○ -

直流電源の電圧、電流測定
整流器の絶縁抵抗
回路の絶縁抵抗

測定値を記録し、電気防食の状態を評価するために用いる。 ○ - -

○ ○電位

電位測定
（電極ごとの管理電位）
・飽和甘こう-800mV
・海水塩化銀-800mV
・飽和硫酸銅-850mV

○

ﾃｽﾄﾋﾟｰｽ
概観調査
・テストピースの状態
計量

テストピースの状態を確認するとともに、計量値を記録し、電気防食の状態
を評価するために用いる。

○ - -

浮桟橋

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。

陽極

電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。

鉄筋の腐食状況 自然電位測定

○ ○ -

詳細調査
・ひび割れの発生方向
・ひび割れの本数、長さと幅
・かぶりの剥落状況
・錆汁の発生状況
・鉄筋の腐食状況

ひび割れ等の変状図として整理する。 ○ ○ -

かぶり厚さの実測値または推定値を記録する。 ※ - -

自然電位の測定値を記録し、等電位線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

鉄筋の腐食速度 分極抵抗測定 分極抵抗の測定値を記録し、等値線図（コンタ図）等の形式で整理する。 ※ - -

コンクリートの分析
塩化物イオン含有量測定
（場合によっては、中性化測
定、化学分析）

測定値を記録し、コンクリート表面からの深さ方向分布等の形式で整理す
る。

○ - -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

鉄筋コンク
リート部材

コンクリートの劣化、損
傷

潜水調査
・ひび割れの発生方向
・ひび割れの本数、長さと幅
・かぶりの剥落状況
・錆汁の発生状況
・鉄筋の腐食状況

かぶり厚さ
はつり試験、電磁波レーダ試
験　　など

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ

□走行車両に対し供用上、危険な段差、陥没、わだち掘れ、ひび割れな
どがある。
□15mm以上の段差がある。
□50mm以上の凹凸がある。
□10mm以上のわだち掘れがある。
□幅3mm以上のひび割れがある。

ｂ
□10～15mmの段差がある。
□20～50mm以上の凹凸がある。
□幅3mm未満のひび割れがある。

ｃ

□10mm未満の段差がある。
□20mm未満の凹凸がある。
□10mm未満のわだち掘れがある。
□微小なひび割れがある。

ｄ □変状なし。

ａ
□走行車両や通行者に対し供用上、危険な変状がある。
□構造上問題がある。
□供用性に影響がある。

ｂ
□構造上、供用上の影響はないが、著しい変状又は不安感を与える変
状等がある。

ｃ □構造上、供用上の影響はなく、変状も軽微である。

ｄ □変状なし。

ａ
□排水ます・蓋の破損がある。
□排水管部品の落下、管の破損・泥詰まりがある。
□横断排水溝本体・蓋の破損がある。

ｂ
□排水ます・蓋の異常音がある。
□排水管の継手不良、堆泥がある。
□横断排水溝蓋の異常音、堆泥がある。

ｃ □構造上、供用上の影響はなく、変状も軽微である。

ｄ □変状なし。

ａ
□点灯不良がある。
□変形、破損、部材の腐食等により倒壊、落下の危険がある。

ｂ 　－－－

ｃ □構造上、供用上の影響はなく、変状も軽微である。

ｄ □変状なし。

ａ
□供用上の支障がある。
□変形、破損、部材の腐食等により倒壊、落下の危険がある。

ｂ 　－－－

ｃ □構造上、供用上の影響はなく、変状も軽微である。

ｄ □変状なし。

ａ

□走行車両に対し供用上、危険な変状がある。
□伸縮継手と後打ち材との間に5mm以上の凹凸がある。
□漏水している。
□走行時に異音を発する。
□後打ち材に幅3mm以上の亀裂がある。

□後打ち材のわだち掘れの面積が1m2以上又は5mm以上である。
□異常伸縮がある。
□アンカーボルトにゆるみがある。
□床版端部に破損がある。

ｂ 　－－－

ｃ

□伸縮継手と後打ち材との間に5mm未満の凹凸がある。
□走行音がする。
□後打ち材に幅3mm未満の亀裂がある。

□後打ち材のわだち掘れの面積が1m2未満かつ5mm未満である。

ｄ □変状なし。

ａ
□走行車両に対し供用上、危険な変状がある。
□目地部周辺に幅10cm以上の陥没がある。
□目地材が脱落している。

ｂ □目地部周辺に幅5～10cmの陥没がある。

ｃ □目地部周辺に幅5cm未満の陥没がある。

ｄ □変状なし。

ａ

□走行車両に対し供用上、危険な変状がある。
□アンカー部材に欠損がある。
□フェースプレートが破損している。
□排水桶に土砂詰まりによる破損がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ

□走行車両に対し供用上、危険な変状がある。
□1m以上にわたるシール材の脱落がある。
□舗装と後打ち材との間に長さ3m以上又は幅5mm以上の剥離がある。
□後打ち材に長さ3m以上又は幅0.2m以上の陥没がある。
□後打ち材に長さ3m以上又は幅0.2m未満の角欠けがある。

ｂ □シール材に1m未満の脱落がある。

ｃ
□舗装と後打ち材との間に長さ3m未満かつ幅5mm未満の剥離がある。
□後打ち材に長さ3m未満かつ幅0.2m未満の陥没がある。
□後打ち材に長さ3m未満かつ幅0.2m未満の角欠けがある。

ｄ □変状なし。

ａ
□走行車両や通行者に対し供用上、危険な変状がある。
□構造上問題がある。
□供用性に影響がある。

ｂ
□構造上、供用上の影響はないが、著しい変状又は不安感を与える変
状等がある。

ｃ □構造上、供用上の影響はなく、変状も軽微である。

ｄ □変状なし。

ａ
□供用上、危険である。
□橋梁の安全性に問題となる著しい腐食、継手・取付部のゆるみがあ
る。

ｂ □aとcの中間的な変状がある。

ｃ
□橋梁の安全性に影響がない軽微な変形や継手・取付部のゆるみがあ
る。
□軽微な腐食がある。

ｄ □変状なし。

ａ

□コンクリートの剥離、陥没が激しく供用が危険である。
□亀甲状のひび割れがあり周辺のコンクリートが欠落又は剥離してい
る。
□幅0.2mm以上又は間隔0.3m以下のひび割れがある。

ｂ
□亀甲状のひび割れで遊離石灰が見られる。
□幅0.2mm以下かつ間隔0.3～0.5mのひび割れがある。

ｃ
□2方向以下のひび割れで、幅0.2mm以下かつ間隔0.5m以上のひび割
れがある。

ｄ □変状なし。

ａ □鉄筋の腐食により、かぶりコンクリートが剥離している。

ｂ
□鉄筋に沿って、ひび割れや浮きが生じている。
□コンクリート表面が赤く変色している。

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ※

○

コンクリート
床版

コンクリートの劣化、損
傷

支承本体の損傷、取付
け状況

目視
・本体の破損
・部材劣化
・ごみの付着状況
・アンカーボルト・セットボルト
の変状・破損
・ナットの弛緩状況
・充填モルタルのひび割れ

鉄筋の腐食

目視
・かぶりの剥離の有無
・鉄筋に沿ったコンクリート表
面のひび割れ
・錆によるコンクリートの赤変

支　承

橋　梁

目視
・標識及び標示等の状況（汚
れ、摩耗等）、変形、破損、部
材の腐食　など
・不法占用物の有無
・障害物の有無

目視
・本体の破損
・陥没、盛上がり
・アンカー部材の破損
・伸縮装置の作動状況
騒音

目視
・変形、破損
・地覆のひび割れ　など

排水施設

判　定　基　準　案点　検　項　目

舗　装

港名：　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　   区間名：

高　欄
高欄の損傷、地覆のひ
び割れ

目視、ハンマーによる打検
・ひび割れ、剥離、損傷
・劣化の兆候　など

（切削目地形式）
目地の状態・損傷、陥
没

目視
・目地の損傷
・陥没

目視
・変形、破損
・地覆のひび割れ　など

目視
・ジョイント部材の損傷

（突き合わせ後付け形
式）
シール材の状態・損傷、
後打ち材の剥離、陥
没、角欠け

目視
・シール材の脱落、損傷
・後打ち材の剥離
・陥没
・角欠け

（鋼フィンガージョイント
形式）
ジョイント部材の状態・
損傷、排水状態

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：臨港交通施設　１／２）

（全形式共通）
伸縮装置本体の状態、
陥没や盛上がりの有
無、アンカー部材の状
態、伸縮装置の作動状
況

伸縮装置

照明施設

その他 落橋防止装置等

点灯状況、照明施設の
損傷

道　路

ガード
レール

舗装の段差、わだち掘
れ、ひび割れ

目視（メジャー等による計測
を含む、以下同じ）
・段差、凹凸、わだち掘れ、
開き

目視
・点灯状況
・照明施設の変形、破損、部
材の腐食　など

排水施設の損傷、排水
機能

目視
・土砂、ごみの堆積
・部材の腐食、変形　など
異常音

ガードレール本体の損
傷、地覆のひび割れ

○

○ ○ ○

「○」･･･原則実施する。

「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

「－」･･･原則実施しなくてよい。

○ ○
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対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

ａ □鋼材に腐食が発生している。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ
□塗装材のはがれ、欠損、傷が著しく鋼面が露出し、錆が広範囲に発生
している。

ｂ □一部に素地まで達する欠損、傷があり錆の発生もある。

ｃ □素地まで達していない欠損、傷があるが、錆は局部的で軽微である。

ｄ □変状なし

ａ

□部材の深部まで達するひび割れ、剥離、損傷がある。
□鉄筋又はPC鋼線が露出している。
□幅0.3mm以上の又は構造上危険なひび割れがある。
□断面欠損により安全性に問題がある。

ｂ
□幅0.3mm以下かつ構造上危険性のないひび割れがある。
□コンクリートの剥離がある。

ｃ
□幅0.1mm以下のひび割れがある。
□表面的な変状がある。

ｄ □変状なし。

ａ □鉄筋の腐食により、かぶりコンクリートが剥離している。

ｂ
□鉄筋に沿って、ひび割れや浮きが生じていて、鉄筋の腐食が懸念され
る。
□コンクリート表面が赤く変色している。

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ

□供用上、危険な変状がある。
□主構造部材にひび割れがある。
□変形が大きく、橋梁の安全性に問題がある。
□変位・応力上問題がある。
□二次部材にひび割れがある。

ｂ
□軽度の変形、塗装が削り取られる。
□部分的なへこみがある。

ｃ 　－－－

ｄ □変状なし。

ａ □亀裂がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □亀裂はない。

a □腐食が激しく、橋梁の安全性に問題がある。

b □中程度の腐食がある。

c □部分的に発錆がある。

d □変状なし。

ａ
□重大な変状で、供用が危険である。
□橋梁の安全性に問題がある。

ｂ □aとcの中間的な変状がある。

ｃ □軽微な変状がある。

ｄ □変状なし

ａ □漏水、または、漏水痕がある。

ｂ 　－－－

ｃ 　－－－

ｄ □漏水はない。

ａ
□タイルの剥落、コンクリートの剥落がある。
□幅2mm以上のひび割れがある。

ｂ □幅0.05～2mmのひび割れがある。

ｃ □幅0.05mm未満のひび割れがある。

ｄ □変状なし。

※１

※２

※３

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ※

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

判　定　基　準　案点　検　項　目

一般定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：臨港交通施設　２／２）

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。

欠陥面積率については、第4編4.2を参照のこと。

一般定期点検診断においては、表中のすべての項目について点検を行うことを原則とする。何らかの理由により点検しなかった項目について
は、次回一般定期点検診断時もしくは詳細定期点検診断時に必ず点検を行うこと。

橋　梁

目視
・腐食、損傷

目視
・錆、塗膜のふくれ、割れ、は
がれ

・欠陥面積率※３

鋼材の腐食

下部構造

鋼床版

鋼材の腐食

塗　装

目視
・かぶりの剥離の有無
・鉄筋に沿ったコンクリート表
面のひび割れ
・錆によるコンクリートの赤変

目視

内　壁
タイルの剥落、
コンクリートの剥離

目視

鋼構造
部材

部材の変形、ひび割れ

目視
・部材の曲がり、ねじれ、折
損
・ひび割れ　など

橋脚隅角部の亀裂 目視

トンネル

漏　水 漏水の有無 目視

構造部材の損傷、躯体
の変位、基礎の洗掘

目視
・部材のひび割れ・剥離
・鉄筋露出
・躯体の移動・沈下・傾斜
・基礎の洗掘

コンクリート
構造部材

コンクリートの劣化、損
傷

目視、ハンマーによる打検
・ひび割れ、剥離、損傷
・劣化の兆候　など

鉄筋の腐食

○ ○ ○

○ ○ ○
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港名：　　　　　港　　地区名：　　　　地区　　施設名：　　　　　　　　区間名：

対象施設 点　検　方　法 標準Ⅰ 標準Ⅱ 共通指針

※１

※２

※３

※４

「○」･･･原則実施する。

詳細定期点検診断様式（点検項目及び判定基準：臨港交通施設） 「※」･･･簡易に点検ができ
る場合または必要に応じ
て実施する。

点　検　項　目 判　定　基　準　案

「－」･･･原則実施しなくてよい。

道　路 舗　装
舗装の段差、わだち掘
れ、ひび割れ　等

舗装面の計測　等
・段差、凹凸、わだち掘れ、
開き、すべり、よごれ

ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

橋　梁

伸縮装置 変状・損傷状況　等 変状・損傷面積測定　等 ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

高　欄
高欄の損傷、地覆のひ
び割れ　等

変状・損傷面積測定　等 ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

支　承
支承本体の損傷、取付
け状況　等

変状・損傷面積測定　等 ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

床　版 変状・損傷状況　等
変状・損傷面積測定、可能で
あれば、ひずみ計測等

ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

構造部材 変状・損傷状況　等
変状・損傷面積測定、可能で
あれば、ひずみ計測等

ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

下部構造 変状・損傷状況　等
変状・損傷面積測定、可能で
あれば、ひずみ計測等

ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○ -

トンネル 内　壁 変状・損傷状況　等
変状・損傷面積測定、電磁波
レーダ　等 -

点検項目の選定や点検箇所の決定にあたっては、今回の詳細定期点検診断の目的を十分に考慮しなければならない。必ずしもすべての点検
項目を行う必要はない。

判定基準は個別評価単位ごとに行うものとする。

判定基準に用いられる広範囲とは個別評価単位に対する表現、大規模とは複数の評価単位にわたる場合に対する表現として用いることとする。

ひび割れ等の変状図等として整理する。 ○ ○

劣化度dは、変状がまったく見られない場合だけでなく、劣化度a～cの判定基準に示すほどの変状が見られない場合も含む。
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参考６ 

断面修復と電気防食の使い分けの目安 

（桟橋劣化調査・補修マニュアル、東京港埠頭株式会社、平成 24 年 3 月） 
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 劣化が進行し判定ｃあるいは判定ｂに至る場合には、断面修復と電気防食の適用が考え

られる。断面修復と電気防食の使い分けが補修工法選定におけるポイントの一つとなる。 

 ひび割れや浮き・剥離の程度に応じた断面修復と電気防食の使い分けの目安を、以下に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 6.1 ひび割れや浮き・剥離の程度に応じた断面修復と電気防食の使い分けの目安 

（桟橋劣化調査・補修マニュアル） 
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参考７ 

塩害と ASR の複合劣化を考慮した補修・補強工法の選定フロー 

（港湾コンクリート構造物 維持管理実務ハンドブック、 

財団法人 沿岸技術研究センター、平成 21 年 9 月） 
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 塩害とアルカリ骨材反応による複合劣化に対しては、港湾構造物では塩害の劣化進行の

方がアルカリ骨材反応よりも圧倒的に速く対策費用も要することから、まず塩害対策を優

先させる方がよい。 

 塩害を主とし、アルカリ骨材反応も考慮に入れた補修工法の選定フローを、図参 7.1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図参 7.1 補修・補強工法の選定フロー（塩害と ASR の複合劣化を考慮） 

（港湾コンクリート構造物 維持管理実務ハンドブック） 
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参考資料８ 

被覆防食及び電気防食の期待耐用年数 

（港湾鋼構造物 新しい防食工法・補修工法・維持管理 実務ハンドブック、 

防食・補修工法研究会、2013 年度版） 
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 被覆防食工における塗装・有機被覆工、耐食性金属被覆工、ペトロラタム被覆工、コン

クリート被覆工、モルタル被覆工と、電気防食工の陽極についての期待耐用年数の目安を

以下に示す。 

 

表参 8.1 塗膜・有機被覆工の各部位の期待耐用年数 

種 類 塗膜・被覆の部位 期待耐用年数 

海洋塗装工 

超厚膜形樹脂系被覆工

水中硬化形被覆工 

(A)塗膜・被覆一般部 
海洋塗装工・水中硬化形被覆工:20 年前後

超厚膜形樹脂系被覆工:30 年前後 

塗膜・被覆特殊部 

(B)塗膜・被覆端部 

(上端部,下端部) 

10 年前後 

(C)エッジ部 10 年前後 

(D)ボルト接合部 10 年前後 

(E)溶接部 10 年前後 

重防食被覆工 

(A)被覆一般部 
鋼管杭:30 年前後 

鋼矢板・鋼管矢板:20 年前後 

被覆特殊部 

(B)被覆端部 

(上端部,下端部) 

7 年以上※1 

 

表参 8.2 耐食性金属被覆工の各部位の期待耐用年数 

種 類 被覆の部位 期待耐用年数 

耐海水性ステンレス鋼被覆工 

薄板・厚板クラッド鋼被覆工 

(A)被覆一般部 

50 年以上※1 

被覆特殊部 

(B)被覆端部 

(C)溶接部 

(D)格点部 

 

表参 8.3 ペトロラタム被覆工の各部位の期待耐用年数 

部 材 期待耐用年数 

主要部材 

ペトロラタム系防食材 

30 年前後 

保護カバー 

副部材 
締結材、防食キャップ、 

端部シール材、下端金具 
15 年前後 
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表参 8.4 コンクリート被覆工の各部位の期待耐用年数 

種 類 被覆の部位 期待耐用年数 

鉄筋コンクリート被覆工 

PCa 版方式コンクリート被覆工

(A)被覆一般部 50 年前後 

被覆特殊部※1 

(B)被覆端部 

(H)被覆継手部 

30 年前後 

(D)端部シール材 10～15 年 

※1:被覆特殊部は維持管理上の重点対象部位とする。 

 

参 8.5 モルタル被覆工の各部位の期待耐用年数 

部 材 期待耐用年数 

主要部材 

(被覆一般部) 

(A)モルタル 

30 年前後 

(A)保護カバー 

副部材 

(被覆特殊部) 

(B)ボルト・ナット 

10～15 年前後 
(C)防食キャップ 

(D)端部シール材 

(F)フランジ 

 

 

参 8.6 電気防食工（流電陽極方式）の設計耐用年数 

種 類 使用材料 設計耐用年数 

流電陽極方式 アルミニウム合金陽極 

10 年 

20 年 

30 年 

40 年 

50 年 
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